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説論

国
際
世
論
の
喚
起

南
極
条
約
の
環
境
保
護
に
関
す
る
議
定
書

附
属
書
に
よ
る
規
律

4

議
定
書
の
履
行
確
保

お
わ
り
に

3 l 

は
じ
め
に

一
九
六
0
年
代
初
頭
か
ら
南
極
条
約
が
規
定
す
る
領
有
権
の
凍
結
、
軍
事
利
用
の
禁
止
を
と
お
し
て
科
学
観
測
の
場
と
し

て
利
用
さ
れ
て
き
た
。
領
有
権
の
凍
結
は
締
約
国
の
あ
い
だ
の
領
有
紛
争
を
防
止
す
る
機
能
を
有
し
、
ま
た
軍
事
利
用
の
禁
止
は
科
学
調
査

に
関
す
る
国
際
協
力
を
促
進
し
た
。
こ
の
よ
う
な
条
約
制
度
は
、
基
本
的
に
は
「
平
和
と
科
学
」
に
関
す
る
国
際
社
会
の
利
益
を
確
保
し
、

(
1
)
 

と
く
に
米
ソ
協
調
に
よ
っ
て
冷
戦
時
代
の
南
極
秩
序
の
安
定
を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
の
環
境
保
護
に
つ
い
て
は
、
一
部
の
締
約

国
(
協
議
国
会
議
)
に
よ
る
動
植
物
相
保
存
の
た
め
の
措
置
が
と
ら
れ
た
。

七
0
年
代
か
ら
八

0
年
代
に
か
け
て
「
資
源
の
開
発
と
利
用
」
が
も
た
ら
す
環
境
影
響
が
懸
念
さ
れ
、
資
源
活
動
と
環
境
保
護
と
い
う
こ

つ
の
要
請
を
調
整
す
る
条
約
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
生
物
資
源
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
条
約
が
採
択
さ
れ
現
在
ま
で
機
能
し
て
い
る
。

し
か
し
、
鉱
物
資
源
に
つ
い
て
は
、
八

0
年
代
末
の
環
境
破
壊
の
発
生
と
国
際
世
論
の
圧
力
を
契
機
に
、
協
議
固
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
鉱

物
条
約
を
短
期
間
に
見
直
す
と
い
う
事
態
が
生
じ
、
そ
の
結
果
、
南
極
環
境
を
包
括
的
に
保
護
す
る
新
た
な
法
規
制
が
出
現
し
た
。
一
九
九

八
年
に
発
効
し
た
「
南
極
条
約
の
環
境
保
護
に
関
す
る
議
定
書
」
(
九
一
年
採
択
)
で
あ
る
。
こ
の
議
定
書
は
、
南
極
環
境
と
そ
れ
に
依
存
・

南
極
大
陸
は
、



関
連
す
る
生
態
系
の
保
護
を
強
化
す
る
必
要
を
認
め
、
同
時
に
、
南
極
が
地
球
環
境
問
題
の
解
決
に
と
っ
て
重
要
な
観
測
・
調
査
の
場
を
提

供
す
る
と
い
う
認
識
の
も
と
に
作
成
さ
れ
た
(
前
文
)
。
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
鉱
物
資
源
活
動
を
禁
止
し
、
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
活
動

(
計
画
段
階
も
含
む
)
に
つ
い
て
環
境
影
響
評
価
の
実
施
を
要
求
す
る
点
で
あ
る
(
七
条
、
三
条
)
。
さ
ら
に
、
議
定
書
と
一
体
を
な
す
附

属
書
に
よ
っ
て
、
廃
棄
物
の
適
正
処
理
、
動
植
物
相
の
保
存
な
ど
に
つ
い
て
も
、
従
来
よ
り
も
強
化
さ
れ
た
措
置
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

(2) 

本
稿
は
、
南
極
関
連
の
条
約
お
よ
び
そ
れ
ら
条
約
に
基
づ
く
措
置
(
い
わ
ゆ
る
「
南
極
条
約
シ
ス
テ
ム
」
)
に
定
め
る
環
境
保
護
規
制
の

内
容
お
よ
び
そ
の
基
本
的
な
変
化
に
つ
い
て
概
観
し
、
九
一
年
議
定
書
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
際
、
南
極
環

境
保
護
の
発
展
過
程
を
明
確
に
す
る
た
め
、
考
察
の
対
象
を
三
つ
の
時
期
に
分
け
て
、
必
要
に
応
じ
て
各
時
代
の
国
際
(
政
治
)
状
況
に
も

(3) 

言
及
す
る
。
以
下
に
み
る
よ
う
に
、
「
平
和
と
科
学
」
の
時
代
、
「
資
源
」
の
時
代
、
そ
し
て
「
生
態
系
保
護
」
の
時
代
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
時
代
区
分
は
主
要
条
約
が
保
護
す
る
利
益
内
容
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

環境保護に関する南極条約システムの変容

平
和
と
科
学
の
時
代
(
一
九
六
0
年
代
)

1 

南
極
条
約

日
本
の
三
十
数
倍
(
地
球
陸
地
面
積
の
十
分
の
こ
に
お
よ
ぶ
面
積
を
も
っ
南
極
大
陸
は
海
洋
に
固
ま
れ
た
地
球
上
で
唯
一
孤
立
し
た
大

陸
で
あ
る
。
極
地
に
お
け
る
科
学
研
究
の
必
要
は
す
で
に
一
九
世
紀
に
認
識
さ
れ
、
南
極
に
つ
い
て
は
一
九
五
七
年
か
ら
五
八
年
に
か
け
て

国
際
地
球
観
測
年

(
I
G
Y
)
の
名
の
下
に
実
施
さ
れ
た
。
日
本
を
含
む
一
一
一
カ
国
が
観
測
基
地
を
設
け
て
科
学
観
測
が
継
続
し
本
格
化
す

る
と
、
す
で
に
南
極
大
陸
に
主
張
さ
れ
て
い
た
領
有
権
が
問
題
と
な
り
、
国
際
紛
争
の
発
生
が
懸
念
さ
れ
た
。
実
際
、
南
極
半
島
で
は
英
国
、
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
チ
リ
の
三
一
カ
国
が
領
有
権
を
主
張
し
、
四
七
年
に
は
デ
ィ
セ
ブ
シ
ヨ
ン
島
で
発
砲
事
件
が
生
じ
た
。
そ
れ
故
、
科
学
者
の



説

要
望
を
入
れ
て
平
和
目
的
の
科
学
観
測
を
自
由
に
行
う
こ
と
を
保
障
す
る
南
極
条
約
(
一
九
五
九
年
署
名
、
六
一
年
発
効
)
が
必
要
と
な
り
、

m

(4) 

米
ソ
を
含
む
関
係
国
(
原
署
名
国
)
は
本
条
約
を
締
結
し
た
。
条
約
の
締
約
国
は
協
議
国
と
非
協
議
国
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
、
一
円ハuu

協
議
国
は
二
一
の
原
署
名
国
(
う
ち
七
カ
国
は
領
有
権
を
主
張
)
と
科
学
活
動
に
実
績
の
あ
る
そ
の
他
の
協
議
国
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
経
済
刷レU

的
、
技
術
的
理
由
か
ら
南
極
に
研
究
施
設
を
維
持
で
き
な
い
途
上
国
は
、
非
締
約
固
ま
た
は
非
協
議
国
(
一
部
の
締
約
国
)
で
あ
る
。
現
在
、

j

協
議
国
は
二
六
カ
国
、
非
協
議
国
は
一
七
ヶ
国
で
あ
る
。

条
約
は
、
南
極
の
平
和
利
用
(
一
条
)
と
南
極
の
科
学
的
調
査
に
関
す
る
国
際
協
力
の
維
持
・
継
続
(
二
条
)
を
保
障
す
る
。
こ
れ
ら
二

つ
の
目
的
は
科
学
上
の
利
益
ひ
い
て
は
全
人
類
の
進
歩
に
貢
献
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。
条
約
は
核
爆
発
と
放
射
性
廃
棄
物
の
投
棄
を
禁
止
し
、

南
極
を
地
球
で
初
め
て
の
国
際
非
核
地
帯
と
す
る
(
五
条
)
o

こ
の
平
和
利
用
は
南
極
に
お
け
る
科
学
調
査
の
自
由
を
保
証
す
る
。
締
約
国

は
、
実
行
可
能
な
範
囲
で
、
科
学
的
計
画
・
観
測
結
果
に
関
す
る
情
報
と
探
検
隊
・
科
学
要
員
を
交
換
す
る
義
務
を
負
う
(
三
条
)
。
条
約

は
ま
た
、
南
極
に
お
け
る
領
有
権
問
題
を
凍
結
し
、
右
の
国
際
協
力
活
動
が
領
土
主
権
ま
た
は
領
土
に
関
す
る
請
求
権
に
何
ら
影
響
を
与
え

な
い
と
す
る
(
四
条
)
。
条
約
を
遵
守
す
る
限
り
、
締
約
国
は
領
有
権
の
有
無
を
問
わ
ず
、
南
極
で
自
由
に
活
動
で
き
る
。

以
上
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
環
境
保
護
は
南
極
条
約
の
目
的
で
は
な
い
。
そ
れ
に
関
す
る
直
接
の
明
示
規
定
は
な
い
。
核
爆
発
お
よ

び
放
射
性
廃
棄
物
投
棄
の
禁
止
は
間
接
的
に
は
環
境
保
護
の
効
果
を
有
す
る
が
、
し
か
し
、
軍
事
利
用
の
禁
止
が
完
全
な
環
境
保
護
を
も
た

ら
す
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
活
動
が
平
和
的
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
当
該
活
動
が
環
境
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
か
否
か
の
決
定
と
直

携
に
は
関
係
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
観
光
事
業
活
動
は
そ
れ
が
純
粋
に
平
和
的
活
動
で
あ
っ
て
も
、
今
や
南
極
環
境
を
破
壊
す
る
最

(5) 

大
の
脅
威
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

P之、
日岡

も
っ
と
も
、
環
境
保
護
に
関
す
る
規
定
が
全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
協
議
国
の
会
議
は
南
極
に
関
す
る
共
通
の
利
害
関
係
事
項
の

み
な
ら
ず
、
生
物
資
源
の
保
護
・
保
存
に
関
す
る
措
置
を
審
議
し
、
締
約
国
に
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
九
条
一
川
)
。
協
議
国
会
議
は
、



-
G
Y
で
設
立
さ
れ
た
南
極
研
究
科
学
委
員
会

(
S
C
A
R
)
の
助
言
に
基
づ
い
て
、
六
0
年
代
以
降
、
環
境
事
項
に
関
係
す
る
多
数
の
勧

告
を
採
択
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
南
極
活
動
に
よ
る
環
境
損
害
防
止
の
た
め
の
活
動
計
画
と
継
続
的
な
科
学
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
要
求
す
る

勧
告
が
あ
る
。
環
境
影
響
評
価
、
廃
棄
物
処
分
、
海
洋
汚
染
な
ど
に
関
す
る
勧
告
も
採
択
さ
れ
た
。
協
議
国
会
議
が
条
約
の
政
策
決
定
機
関

と
し
て
、
協
議
固
と
非
協
議
国
に
効
力
を
も
っ
勧
告
を
採
択
す
る
に
は
す
べ
て
の
協
議
国
の
承
認
が
必
要
で
あ
る

議
国
の
主
権
尊
重
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
。

(
九
条
四
)
。
こ
れ
は
協

2 

南
極
地
域
の
動
植
物
相
保
存
の
た
め
の
合
意
措
置

環境保護に関する南極条約システムの変容

(
6
)
 

協
議
国
会
議
の
勧
告
と
し
て
、
南
極
の
動
植
物
相
の
保
存
に
関
す
る
合
意
措
置
(
一
九
六
四
年
採
択
)
が
あ
る
。
こ
れ
は
南
極
に
固
有
の

海
洋
生
物
、
鳥
類
と
植
物
を
保
護
す
る
措
置
で
あ
り
、
そ
の
基
本
は
、
人
間
活
動
に
よ
る
植
物
・
野
生
生
物
へ
の
偶
発
的
危
害
の
防
止
で
あ

る
。
と
く
に
繁
殖
の
た
め
に
上
陸
し
た
海
産
動
物
の
保
護
が
重
視
さ
れ
る
。
こ
の
措
置
は
、
五
九
年
条
約
(
九
条
)
に
よ
り
採
択
さ
れ
た
た

め
、
陸
地
上
の
生
物
資
源
に
の
み
適
用
さ
れ
、
公
海
上
の
生
物
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
南
極
条
約
の
適
用
範
囲
(
六
条
)
は
地
理
的
に
限
定

さ
れ
、
南
緯
六
O
度
以
南
(
全
て
の
氷
棚
を
含
む
)

の
公
海
は
除
外
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

主
た
る
規
制
内
容
は
つ
ぎ
の
コ
一
つ
で
あ
る
。
第
一
に
、
南
極
に
固
有
の
海
産
動
物
ま
た
は
鳥
類
を
無
許
可
で
殺
傷
、
捕
獲
す
る
こ
と
は
禁

止
さ
れ
る
。
許
可
が
付
与
さ
れ
る
の
は
食
糧
、
科
学
的
標
本
そ
の
他
と
し
て
提
供
さ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
生
物
の
通

常
の
生
息
条
件
に
対
す
る
有
害
な
妨
害
を
最
小
化
し
、
沿
岸
水
域
の
汚
染
は
回
避
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
(
六
1
七
条
)
。
第
二
は
、
種
の
保

護
で
あ
る
。
非
原
産
の
種
の
持
ち
込
み
は
自
然
の
生
態
系
バ
ラ
ン
ス
を
破
壊
す
る
た
め
に
禁
止
さ
れ
る
(
九
条
)
。
ま
た
、
特
別
の
保
護
を

受
け
る
種
が
指
定
さ
れ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
締
約
国
は
自
然
種
の
扱
い
と
生
息
地
妨
害
を
規
律
す
る
許
可
制
度
の
採
用
を
要
求
さ
れ

る
。
そ
の
許
可
自
体
を
規
制
す
る
有
権
的
機
関
は
存
在
せ
ず
、
各
国
の
判
断
が
優
先
し
、
動
植
物
取
得
の
長
期
的
な
影
響
を
モ
ニ
タ
ー
す
る

北法49(4・5)773
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手
段
も
な
い
。
第
三
に
、
特
別
な
科
学
的
利
益
を
も
っ
生
態
系
を
保
護
す
る
た
め
の
「
特
別
保
護
地
域
」

(
S
P
A
)

が
附
属
書
で
指
定
さ

れ
、
そ
の
場
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
規
制
さ
れ
る
(
八
条
)
o
S
P
A
へ
の
立
ち
入
り
に
締
約
国
の
許
可
制
度
が
導
入
さ
れ
る
。
や
む
を
得
な

い
科
学
目
的
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ

S
P
A
の
自
然
生
態
系
が
活
動
に
よ
っ
て
害
さ
れ
な
い
こ
と
を
条
件
に
立
ち
入
り
が
許
可
さ
れ

る
。
こ
の
目
的
を
定
義
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
存
在
せ
ず
、

s
p
Aに
基
地
を
建
造
す
る
こ
と
は
明
示
的
に
禁
止
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、

s
北法49(4・6)774

さb.
函岡

P
A
に
お
け
る
車
両
走
行
が
禁
止
さ
れ
た
た
め
(
八
条
三
川
)
、
基
地
活
動
は
効
果
的
に
実
行
し
え
な
い
。
六
0
年
代
後
半
以
降
、
こ
う
し

た
不
便
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
協
議
国
の
政
治
的
思
惑
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の

S
P
A
の
範
囲
が
縮
小
さ
れ
た
り
、
そ
の
指
定
が
撤
回
さ

れ
た
。
ま
た
、
生
態
系
保
護
を
強
調
す
る

S
C
A
R
の
科
学
的
提
案
は
人
間
活
動
を
重
視
す
る
協
議
固
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
る
場
合
が
少
な

(7) 

く
な
か
っ
た
。

六
四
年
合
意
措
置
は
、
南
極
動
桶
物
相
の
保
護
を
目
的
と
す
る
初
期
の
試
み
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
動
植
物
の
保
護
が
必
要

(
8
)
 

で
あ
る
と
い
う
協
議
国
の
意
識
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
保
護
地
域
制
度
が
採
用
さ
れ
た
場
所
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
人
間
活

動
に
よ
っ
て
環
境
影
響
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
南
極
大
陸
(
氷
に
覆
わ
れ
て
い
な
い
部
分
)
の
わ
ず
か
0
・
一
五
%
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら

に
当
該
指
定
地
域
に
お
い
で
す
ら
、
合
意
措
置
の
違
反
が
し
ば
し
ば

N
G
O
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
(
一
一
一
l
川)、

(9) 

勧
告
は
必
ず
し
も
実
効
的
な
環
境
保
護
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
六
0
年
代
は
、
条
約
に
よ
っ
て
領
有
権
問
題
を
凍
結
し
、
戦
略
的
重
要
性
を
も
っ
南
極
を
非
軍
事
お
よ
び
非
核
地
域
と
す

る
こ
と
で
、
協
議
国
は
国
際
紛
争
の
発
生
を
防
止
し
え
た
が
、
条
約
(
九
条
一
川
)
に
基
づ
く
環
境
保
護
措
置
は
必
ず
し
も
実
効
性
を
有
す

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
南
極
条
約
作
成
時
に
お
け
る
協
議
国
聞
の
申
し
合
わ
せ
、
す
な
わ
ち
主
権
問
題
の
棚
上
げ
と
い
う
「
政
治
的
お
よ
(
叩
)

ぴ
安
全
保
障
上
の
価
値
」
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
動
植
物
の
保
護
は
各
国
の
判
断
に
も
と
づ
く
許
可
や
自
発
的
遵
守
に
任
さ
れ
た
。

資
源
の
保
存
あ
る
い
は
環
境
保
護
と
い
う
価
値
が
前
面
に
出
る
の
は
七
0
年
代
以
降
で
あ
る
。



資
源
の
時
代
(
一
九
七
0
1
一
九
八
0
年
代
)

七
0
年
代
に
入
る
と
、
「
資
源
の
開
発
・
利
用
」
と
「
生
態
系
の
保
護
」
を
い
か
に
両
立
さ
せ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
協
議
国
は
こ
の
点

を
考
慮
し
て
三
つ
の
条
約
を
作
成
し
た
。
後
述
す
る
南
極
海
洋
生
物
資
源
保
存
条
約
は
、
多
様
な
関
連
魚
種
の
聞
に
存
在
す
る
生
態
系
上
の

関
係
を
維
持
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
つ
つ
、
基
本
的
に
は
海
洋
資
源
の
「
合
理
的
な
利
用
」
を
認
め
る
。
八
八
年
の
鉱
物
資
源
活
動
規
制
の

条
約
も
、
南
極
生
態
系
の
保
護
を
原
則
と
し
な
が
ら
、
資
源
開
発
を
許
容
す
る
。
資
源
の
開
発
・
利
用
が
合
理
的
に
実
施
さ
れ
る
な
ら
ば
、

生
態
系
は
保
護
さ
れ
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
以
下
、
一
一
一
つ
の
条
約
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

l 

海
洋
生
物
資
源
の
利
用

環境保護に関する南極条約システムの変容

川
南
極
ア
ザ
ラ
シ
保
全
条
約

南
極
に
生
息
す
る
特
定
ア
ザ
ラ
シ
は
六
四
年
合
意
措
置
に
よ
っ
て
保
全
さ
れ
る
が
、
協
議
国
は
そ
の
商
業
捕
獲
が
再
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

と
考
え
、
本
条
約
(
一
九
七
二
年
署
名
、
七
八
年
発
効
)
を
作
成
し
た
。
六
四
年
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
よ
る
試
験
的
な
ア
ザ
ラ
シ
捕
獲
を
除
い

て
、
条
約
交
渉
の
時
点
で
主
要
産
業
に
よ
る
本
格
的
な
ア
ザ
ラ
シ
操
業
実
施
の
見
通
し
は
殆
ど
な
か
っ
た
。
ア
ザ
ラ
シ
の
絶
滅
が
現
実
に
懸

(
日
)

念
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。

条
約
は
、
六
種
類
の
ア
ザ
ラ
シ
の
存
続
を
最
適
レ
ベ
ル
に
維
持
す
る
た
め
に
、
そ
の
商
業
捕
獲
を
制
限
す
る
。
年
間
許
容
捕
獲
量
、

的
な
禁
漁
時
期
、
特
定
ア
ザ
ラ
シ
の
捕
獲
区
域
、
一
般
的
な
捕
獲
禁
止
区
域
(
繁
殖
区
域
と
長
期
の
科
学
調
査
区
域
)
な
ど
が
規
定
さ
れ
る
。

と
り
わ
け
、
南
緯
六
O
度
以
南
の
「
海
域
」
で
、
相
対
的
に
総
頭
数
が
豊
富
な
三
種
類
の
ア
ザ
ラ
シ
に
つ
い
て
年
間
捕
獲
許
容
量
を
設
け 骨支
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(
附
属
書
の
こ
、
他
の
三
種
類
の
ア
ザ
ラ
シ
に
つ
い
て
は
商
業
捕
獲
を
一
般
に
禁
止
す
る
。
た
だ
し
後
者
に
つ
い
て
、
人
ま
た
は
犬
に
不

可
欠
な
食
物
を
提
供
す
る
場
合
、
科
学
的
調
査
の
対
象
と
な
る
場
合
、
ま
た
は
博
物
館
・
教
育
施
設
へ
の
標
本
と
な
る
場
合
に
は
、
締
約
国



説

の
許
可
を
条
件
に
、
限
ら
れ
た
数
量
の
ア
ザ
ラ
シ
を
捕
殺
で
き
る
(
四
条
、
附
属
書
の
二
)
。

条
約
作
成
当
時
、
ア
ザ
ラ
シ
の
総
頭
数
や
生
育
可
能
性
に
関
す
る
正
確
な
科
学
的
知
識
は
存
在
せ
ず
、
か
か
る
情
報
な
し
に
は
資
源
の
有

効
管
理
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
過
度
な
商
業
捕
獲
か
ら
ア
ザ
ラ
シ
資
源
の
枯
渇
を
防
止
す
る
こ
と
を
一
般
的
な
目
的
と
し
て
、

「
科
学
的
知
識
」
に
基
づ
く
合
理
的
な
資
源
利
用
が
要
求
さ
れ
る
(
前
文
)
。
締
約
国
は
統
計
上
の
情
報
を
交
換
・
提
供
す
る
義
務
を
負
い
、

専
門
家
か
ら
構
成
さ
れ
る
南
極
研
究
科
学
委
員
会

(
S
C
A
R
)
は
科
学
的
な
助
言
と
報
告
を
行
い
、
種
ま
た
は
生
態
系
に
対
す
る
重
大
な

影
響
を
締
約
国
に
警
告
し
、
勧
告
す
る
(
五
条
四
、
附
属
書
の
三

1
七)。

上
記
の
よ
う
な
当
時
の
捕
獲
現
状
か
ら
判
断
し
て
、
条
約
の
中
心
は
資
源
枯
渇
の
予
防
対
策
で
あ
る
。
ア
ザ
ラ
シ
保
全
の
た
め
の
国
際
的

な
執
行
制
度
は
存
在
し
な
い
。
各
締
約
国
が
自
国
民
と
自
国
船
舶
に
対
し
て
条
約
の
実
施
に
必
要
な
囲
内
法
そ
の
他
の
措
置
(
四
条
の
許
可

制
度
を
含
む
)
を
と
る
も
の
と
し
、
締
約
国
に
よ
る
集
団
的
な
査
察
措
置
(
三
条
一

k
、
六
条
一

a)
は
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
。
な
お
、
科

学
的
捕
獲
に
関
す
る
報
告
義
務
(
四
条
)
は
履
行
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
商
業
的
捕
獲
は
実
施
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
を
商
業

ア
ザ
ラ
シ
捕
獲
禁
止
の
規
範
意
識
の
成
立
と
見
る
か
、
そ
れ
と
も
経
済
的
そ
の
他
の
理
由
に
よ
る
締
約
国
の
事
実
上
の
自
制
と
考
え
る
か
に

(
円
以
)

つ
い
て
は
、
意
見
が
分
か
れ
る
。

間
南
極
海
洋
生
物
資
源
保
存
条
約

さ
て
、
七
0
年
代
後
半
に
な
る
と
ア
ザ
ラ
シ
に
限
ら
ず
、
南
極
海
洋
生
物
資
源
の
利
用
可
能
性
が
国
際
的
な
関
心
事
項
と
な
る
。
と
く
に

オ
キ
ア
ミ
(
エ
ピ
に
類
す
る
甲
殻
類
)
が
旧
ソ
連
と
日
本
に
よ
っ
て
無
秩
序
に
採
捕
さ
れ
た
た
め
、
い
く
つ
か
の
南
極
生
物
の
タ
ン
パ
ク
源

(
日
)

が
枯
渇
し
、
食
物
連
鎖
の
破
壊
が
予
想
さ
れ
た
。
ま
た
、
排
他
的
経
済
水
域
宣
言
に
よ
る
遠
洋
漁
業
の
締
め
出
し
に
よ
っ
て
南
極
海
の
漁
業

資
源
が
注
目
さ
れ
た
。
ア
ザ
ラ
シ
保
全
条
約
と
異
な
り
、
南
極
条
約
の
非
締
約
国
も
食
糧
難
解
決
の
た
め
に
海
洋
資
源
に
関
心
を
寄
せ
る
よ

う
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
七
五
年
に
協
議
国
は
南
極
条
約
の
枠
内
で
の
海
洋
生
物
資
源
の
科
学
的
研
究
お
よ
び
そ
の
合
理
的
利
用
を
促
進
し

論
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達
成
す
る
必
要
を
承
認
し
た
。
七
七
年
に
は
南
緯
六
O
度
以
北
に
及
ぶ
新
し
い
条
約
を
作
成
す
る
こ
と
、
保
存
措
置
に
は
合
理
的
利
用
が
含

ま
れ
、
資
源
捕
獲
は
禁
止
さ
れ
な
い
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
ア
ザ
ラ
シ
保
全
条
約
の
発
効
後
、
正
し
い
科
学
情
報
に
基
づ
く
南
極

海
洋
の
生
態
系
の
保
護
と
生
物
資
源
の
保
存
(
合
理
的
な
利
用
を
含
む
)
を
目
的
と
す
る
本
条
約
(
一
九
八
O
年
作
成
、
八
二
年
発
効
)
が

締
結
さ
れ
た
。

環境保護に関する南極条約システムの変容

(M) 

こ
の
条
約
は
、
野
心
的
な
条
約
と
い
わ
れ
る
。
第
一
に
、
海
洋
生
態
系
を
本
来
の
ま
ま
の
状
態
で
保
護
す
る
と
い
う
生
態
系
ア
プ
ロ
ー
チ

(
日
)

を
採
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、
各
生
物
資
源
相
互
の
関
係
お
よ
び
資
源
と
そ
れ
を
含
む
自
然
環
境
の
関
係
を
考
慮
し
た
資
源
の
利
用
・
保
存
が

要
求
さ
れ
る
(
前
文
)
。
締
約
国
は
海
洋
生
物
資
源
を
「
合
理
的
に
利
用
」
す
る
た
め
、
保
存
に
関
す
る
三
つ
の
原
則
(
義
務
)
に
拘
束
さ

れ
る
。
①
海
洋
生
物
の
採
捕
を
単
純
に
禁
止
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
採
捕
の
量
を
安
定
し
た
レ
ベ
ル
に
維
持
し
繁
殖
に
よ
る
最
大
年
次
増

加
を
確
保
す
る
こ
と
、
②
採
捕
さ
れ
る
資
源
と
そ
れ
に
依
存
す
る
資
源
の
聞
の
生
態
学
的
関
係
を
保
持
す
る
こ
と
、
お
よ
び
③
採
捕
や
外
来

種
の
導
入
に
伴
っ
て
二

0
1
三
0
年
間
回
復
不
能
と
な
る
よ
う
な
海
洋
生
態
系
の
変
化
を
防
止
・
軽
減
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
(
二
条
)
。

そ
れ
ゆ
え
理
論
上
、
問
題
と
な
る
資
源
に
よ
っ
て
は
、
採
捕
量
が
二
疋
レ
ベ
ル
に
制
限
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
採
捕
が
完
全
に
禁
止
さ
れ
る

場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、
南
緯
六
O
度
以
南
よ
り
も
広
い
海
域
に
お
け
る
す
べ
て
の
形
態
の
海
洋
生
物
資
源
を
保
護
す
る
。
す
な
わ

ち
、
南
緯
六
O
以
南
の
海
洋
生
物
資
源
の
み
な
ら
ず
、
南
緯
六
O
度
と
南
極
収
束
線
と
の
間
の
南
極
海
洋
生
態
系
に
属
す
る
生
物
資
源
も
対

象
と
し
、
魚
類
、
軟
体
動
物
、
甲
殻
類
の
ほ
か
に
鳥
類
が
含
ま
れ
る
(
一
条
)
。

条
約
機
関
と
し
て
保
存
委
員
会
、
科
学
委
員
会
お
よ
び
事
務
局
が
設
け
ら
れ
る
(
七
条
、
一
四
条
、
一
七
条
)
。
保
存
委
員
会
は
条
約
の

目
的
・
原
則
を
実
施
す
る
た
め
、
資
源
や
生
態
系
に
関
す
る
調
査
・
研
究
を
促
進
し
、
関
連
の
統
計
資
料
の
入
手
・
取
り
ま
と
め
を
行
い
、

科
学
的
証
拠
に
基
づ
く
保
存
措
置
を
作
成
し
採
択
す
る
(
九
条
)
。
条
約
採
択
時
の
締
約
国
は
す
べ
て
保
存
委
員
会
の
構
成
田
と
な
り
、
実

質
事
項
は
「
全
会
一
致
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
(
七
条
、
二
一
条
)
0

科
学
委
員
会
は
保
存
委
員
会
の
「
協
議
機
関
」
と
し
て
、
資
源
に
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(
一
四
条
)
。
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説

関
す
る
情
報
収
集
そ
の
他
の
国
際
協
力
の
促
進
、
保
存
措
置
を
決
定
す
る
た
め
の
基
準
・
方
法
の
策
定
、
資
源
量
の
定
期
的
評
価
、
資
源
に

対
す
る
影
響
分
析
や
保
存
措
置
の
評
価
な
ど
を
行
っ
て
、
条
約
目
的
達
成
の
た
め
の
措
置
を
保
存
委
員
会
に
勧
告
す
る
(
一
五
条
)
。
こ
の

科
学
委
員
会
は
保
存
委
員
会
の
構
成
固
と
同
一
で
あ
り
、
保
存
委
員
会
は
科
学
的
専
門
家
を
保
存
委
員
と
し
て
任
命
す
る
こ
と
も
で
き
る

自命

ア
ザ
ラ
シ
保
全
条
約
の
よ
う
に
特
定
の
生
物
資
源
の
状
態
を
個
別
に
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
南

(
凶
)

極
の
海
洋
環
境
や
二
つ
の
生
態
系
と
し
て
扱
う
点
に
あ
る
。
南
極
条
約
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
海
洋
環
境
保
護
の
重
要
性
を
初
め
て
明
確
に
し
、

南
極
条
約
地
域
の
環
境
保
全
(
生
物
資
源
の
保
存
)
に
関
す
る
協
議
国
の
特
別
の
義
務
・
責
任
(
主
要
な
責
任
)
を
明
示
的
に
認
め
る
(
五

条
一
、
前
文
)
。
五
九
年
条
約
で
除
外
さ
れ
た
南
極
条
約
地
域
内
の
公
海
部
分
と
そ
の
外
側
の
特
定
海
域
(
南
緯
六
O
度
と
南
極
収
束
線
と

の
聞
の
海
域
)
に
お
い
て
、
海
洋
生
態
系
と
生
物
資
源
を
包
括
的
に
規
制
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
条
約
に
は
い
く
つ
か
の
欠
陥
が
あ
る
。
第
一
に
、
生
態
系
ア
プ
ロ
ー
チ
の
採
用
と
い
っ
て
も
、
条
約
の
唱
。

E
g
E
-
な
部

分
は
、
生
態
系
の
保
護
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
生
物
資
源
の
採
捕
と
保
存
の
両
立
性
の
確
保
に
あ
る
。
生
物
資
源
と
そ
れ
に
関
連
・
依
存

(
げ
)

す
る
他
の
資
源
に
回
復
不
能
な
損
害
を
与
え
な
い
限
り
、
資
源
の
持
続
可
能
な
採
捕
は
許
さ
れ
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
資
源
の
「
合
理

的
な
利
用
」
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
こ
れ
に
関
連
し
て
条
約
の
実
施
が
問
題
と
な
る
。
生
態
系
ア
プ
ロ
ー
チ
が
成
功
す
る
に

は
採
捕
の
対
象
と
な
る
種
お
よ
び
こ
れ
に
依
存
・
関
連
す
る
種
に
関
す
る
正
確
な
デ
l
タ
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
れ
な
し
に
は
保
存
委
員
会

は
科
学
委
員
会
の
勧
告
に
基
づ
い
て
有
効
な
保
存
措
置
を
決
定
し
え
な
い
。
条
約
は
長
期
(
二

0
1二

5
年
)
に
及
ぶ
海
洋
生
態
系
の
変
化

を
軽
減
・
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
求
め
る
(
ニ
条
の
原
則
)
が
、
そ
れ
に
は
長
期
間
の
高
度
な
学
際
的
研
究
を
必
要
と
す
る
た
め
、
複
雑

(
日
)

多
様
な
食
物
連
鎖
に
お
け
る
資
源
の
相
互
依
存
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
科
学
委
員
会
の
専
門
家
に
よ
っ
て
さ
え
資
源
の
採
捕
量

や
資
源
量
を
正
当
に
評
価
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
海
洋
生
態
系
を
そ
の
本
来
の
ま
ま
の
状
態
で
保
護
す
る
と

こ
の
よ
う
に
本
条
約
で
重
要
な
の
は
、



い
う
本
条
約
の
生
態
系
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
、
非
実
際
的
な
方
法
論
で
あ
る
と
批
判
す
る
見
解
も
あ
る
。
第
三
に
、
保
存
委
員
会
(
協
議

国
を
含
む
)
の
任
務
は
生
物
資
源
・
生
態
系
の
調
査
と
包
括
的
研
究
の
促
進
で
あ
る
(
九
条
一

a)
が
、
保
存
委
員
会
の
決
定
は
協
議
国
の

(
凶
)

全
会
一
致
を
必
要
と
し
、
採
捕
を
肯
定
す
る
協
議
国
の
反
対
で
適
切
な
保
存
措
置
を
決
定
し
得
な
い
場
合
が
あ
り
う
る
。
さ
ら
に
、
締
約
国

の
政
治
的
・
経
済
的
な
利
益
が
優
先
し
、
こ
の
条
約
は
モ
ニ
タ
ー
、
査
察
、
執
行
の
措
置
を
導
入
し
な
い
。
こ
れ
は
要
す
る
に
、
関
係
国
の

(
初
)

国
際
協
力
お
よ
び
条
約
の
自
発
的
遵
守
を
重
視
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
領
有
権
凍
結
の
問
題
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
凍
結
を
海
洋
資
源
に
対
す
る
沿
岸
国
管
轄
権
(
そ
の
行
使
ま
た
は
行
使
の
請
求
権
)
の
凍
結
に
ま
で
拡
大
し
、
主
権
請
求
固
と
否
認
国

の
意
見
対
立
を
調
整
す
る
必
要
が
あ
っ
た
(
本
条
約
四
条
に
よ
る
五
九
年
条
約
四
条
と
六
条
の
継
承
)
。
前
者
の
請
求
国
は
沿
岸
固
と
し
て

そ
の
主
権
に
基
づ
く
管
轄
権
が
本
条
約
で
カ
バ
ー
さ
れ
る
す
べ
て
の
地
域
に
適
用
さ
れ
る
と
す
る
が
、
否
認
国
は
沿
岸
田
の
管
轄
権
は
主
権

(
幻
)

(
南
緯
六
O
度
以
北
の
)
本
条
約
地
域
内
の
島
々
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
と
し
た
。
よ
っ
て
、
領
有
権
問
題
に
関

が
争
わ
れ
て
い
な
い

環境保護に関する南極条約システムの変容

す
る
関
係
国
間
の
政
治
的
妥
協
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
決
定
お
よ
び
実
施
・
執
行
の
措
置
は
見
送
ら
れ
、
南
極
大
陸
お
よ
び
そ
の
周
辺
海

域
に
関
す
る
決
定
は
五
九
年
条
約
と
同
様
に
関
係
国
の
事
実
上
の
規
制
に
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

2 

鉱
物
資
源
の
開
発
メ
タ
ン
の
発
見
と
石
油
・
天
然
ガ
ス
の
埋
蔵
量
の
推
定
が
行
わ
れ
、
米
国
政
府
が
自
国
民
の
南
極
開
発
申
請
を
拒
否
し

(
辺
)

た
た
め
(
七
三

i
七
五
年
)
、
鉱
物
資
源
の
開
発
規
制
は
協
議
固
に
と
っ
て
現
実
の
問
題
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
鉱
物
資
源
条
約
の
交
渉
期

間
中
に
(
八
二

1
八
八
年
)
、
途
上
国
は
、
先
進
国
を
含
む
協
議
固
と
同
様
に
、
資
源
の
開
発
・
利
用
を
肯
定
し
、
そ
の
経
済
利
益
の
配
分

を
求
め
る
立
場
か
ら
南
極
条
約
シ
ス
テ
ム
を
批
判
し
た
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
途
上
国
の
見
解
に
言
及
し
、
そ
う
し
た
批
判
に
も
拘
わ
ら
ず
採

七
0
年
代
に
は
、
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択
さ
れ
た
八
八
年
鉱
物
条
約
に
つ
い
て
検
討
す
る
。



説

川
途
上
国
に
よ
る
南
極
条
約
シ
ス
テ
ム
批
判

八
0
年
代
前
半
か
ら
、
途
上
国
は
「
人
類
の
共
同
遺
産
」

(
9
5
5
8
z
g
s唱
え
冨

S
E
E
u
n出
冨
)
の
概
念
に
基
づ
い
て
南
極
の
鉱
物

(
お
)

資
源
の
配
分
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
る
。
い
わ
ば
南
抜
き
の
経
済
活
動
規
制
条
約
で
は
な
く
、
南
極
を
深
海
底
と
同
様
に
人
類
共
同
の
遺
産

と
捉
え
て
、
北
中
心
の
開
発
活
動
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
を
南
を
含
む
国
際
社
会
全
体
で
衡
平
に
配
分
す
べ
き
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
か
か
る

批
判
は
九
一
年
議
定
書
の
導
入
と
直
接
に
は
関
係
し
な
い
が
、
八
八
年
鉱
物
条
約
の
採
択
前
に
、
同
条
約
の
交
渉
過
程
と
並
行
し
て
、
南
極

条
約
シ
ス
テ
ム
そ
れ
自
体
に
対
す
る
批
判
が
存
在
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
事
実
は
国
際
社
会
全
体
が
南
極
を
資
源
開
発
の
場

北法49(4・12)780

舌とh

E岡

と
し
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
証
左
で
あ
る
。

途
上
国
が
八

0
年
代
に
そ
の
よ
う
な
主
張
を
展
開
し
た
背
景
は
な
に
か
。
第
一
に
、
八

0
年
代
に
は
南
極
及
び
そ
の
周
辺
海
域
に
対
す
る

国
際
的
な
認
識
が
変
化
し
た
。
特
定
の
海
洋
資
源
は
別
と
し
て
、
南
極
は
か
つ
て
は
一
般
に
経
済
的
価
値
の
な
い
「
氷
に
覆
わ
れ
た
砂
漠
」

と
考
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
、
南
極
は
豊
富
な
鉱
物
資
源
が
眠
る
宝
庫
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
で
に
南
極
に
は
石
油
・

天
然
ガ
ス
の
他
に
多
く
の
鉱
物
資
源
が
あ
る
と
さ
れ
、
専
門
家
は
そ
こ
に
四
五
O
億
バ
レ
ル
の
油
と
一
一
五
兆
立
方
フ
ィ
ー
ト
の
天
然
ガ
ス

が
含
ま
れ
る
と
推
定
し
た
(
七
三
年
)
。
大
陸
棚
に
は
石
炭
、
銅
、
鉄
が
発
見
さ
れ
、
コ
バ
ル
ト
、
鉛
、
マ
ン
ガ
ン
、
ニ
ッ
ケ
ル
、
銀
、
チ

(μ) 

タ
ン
、
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
、
プ
ラ
チ
ナ
、
そ
し
て
ク
ロ
ム
も
存
在
す
る
と
い
う
。
第
二
に
、
鉱
物
資
源
に
関
す
る
条
約
交
渉
が
、
八
二
年
以
降
、

協
議
国
の
あ
い
だ
で
の
み
進
め
ら
れ
た
結
果
、
南
極
条
約
シ
ス
テ
ム
に
加
入
し
て
い
な
い
途
上
国
は
、
協
議
固
に
よ
る
鉱
物
資
源
開
発
が
か

れ
ら
に
何
ら
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
考
え
た
。
世
界
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
源
を
確
保
す
る
た
め
と
は
い
え
、
途
上
国
は
最
先
端

(
お
)

技
術
を
も
っ
先
進
協
議
国
に
よ
る
鉱
物
資
源
の
一
方
的
独
占
を
懸
念
し
た
。

第
三
に
、
そ
う
し
た
懸
念
を
払
拭
す
る
た
め
、
途
上
国
は
国
連
海
洋
法
条
約
(
一
三
六
条
以
下
)
の
深
海
底
制
度
に
導
入
さ
れ
た

C
H
M

(
お
)

概
念
に
依
拠
し
た
。
そ
の
先
例
が
南
極
に
も
妥
当
す
る
と
途
上
国
が
期
待
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

C
H
M
概
念
の
起
源
は
、
国
連
総
会



に
お
け
る
マ
ル
タ
代
表
パ
ル
ド
l

(
〉
2
E
E
E。
)
の
主
張
(
六
七
年
)
で
あ
る
。
国
家
管
轄
権
の
外
に
あ
る
海
底
と
そ
の
地
下
は
人
類
の

共
同
遺
産
で
あ
り
、
新
た
に
設
立
さ
れ
る
国
際
機
関
が
全
て
の
国
家
の
受
託
者
と
し
て
そ
こ
を
管
理
・
規
制
す
る
権
限
を
も
っ
と
い
う
。
マ

環境保護に関する南極条約システムの変容

レ
l
シ
ア
首
相
(
富
岳
民
主
『
冨
。
E
B邑
)
は
、
途
上
国
を
代
表
し
て
、
八
二
年
九
月
に
国
連
総
会
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
わ
れ
わ
れ

は
現
在
の
南
極
条
約
シ
ス
テ
ム
が
成
し
遂
げ
て
き
た
価
値
を
争
う
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、

そ
の
シ
ス
テ
ム
の
長
期
的
な
安
定
性
と
実
効
性
を
確
保
す
る
よ
う
な
、
・
:
南
極
に
お
け
る
国
際
協
力
の
た
め
の
一
層
広
い
基
盤
と
確
固
た
る

基
礎
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
少
な
く
と
も
南
極
を
何
ら
か
の
点
で
人
類
の
共
同
遺
産
で
あ
る
と
考
え
る
強
い
正
当
理
由
が
あ
る
と
確
信
す

(
幻
)

る
。
」
八
三
年
に
マ
レ
ー
シ
ア
は
南
極
活
動
が
人
類
全
体
の
利
益
と
な
る
よ
う
な
積
極
的
か
つ
広
範
な
国
際
協
調
の
可
能
性
を
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
と
し
、
南
極
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
関
す
る
包
括
的
・
客
観
的
研
究
を
準
備
す
る
よ
う
に
国
連
事
務
総
長
に
求
め
た
。
そ
の
総
会
決

議
案
は
、
他
の
非
同
盟
諸
国
(
ス
リ
ラ
ン
カ
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
パ
ン
グ
ラ
デ
ッ
シ
ュ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ブ

i
タ
ン
、
ネ
パ

i
ル
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
な
ど
)
の
支
持
を
得
て
、
南
極
問
題
を
総
会
(
第
一
委
員
会
)
の
議
題
と
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
八
五
年
に
は
、
ア
フ
リ
カ
統
一
機

構
の
閣
僚
理
事
会
の
決
議
が
南
極
を
人
類
共
同
の
遺
産
で
あ
る
と
宣
言
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
南
極
に
お
け
る
人
類
全
体
の
利
益
を
承
認
す

る
総
会
決
議
(
き
¥
広
小
〉
)
が
採
択
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
鉱
物
条
約
が
交
渉
中
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
「
南
極
資
源
の
開
発
が
南
極
に
お
け

る
国
際
平
和
と
安
全
の
維
持
、
そ
の
環
境
保
護
と
資
源
保
全
、
そ
の
間
際
管
理
と
開
発
利
益
の
衡
平
な
配
分
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を

(
お
)

確
認
す
る
」
総
会
決
議
(
き
と
凶
小
切
)
も
採
択
さ
れ
る
に
至
る
(
た
だ
し
多
く
の
先
進
国
は
票
決
に
不
参
加
)
。
そ
の
後
、
国
際
社
会
の
す

べ
て
の
メ
ン
バ
ー
が
鉱
物
条
約
交
渉
に
参
加
で
き
る
ま
で
、
同
交
渉
を
一
時
停
止
す
べ
き
こ
と
を
協
議
国
に
要
求
す
る
決
議
(
八
七
年
、

(
m
U
)
 

お
¥
怠
回
)
も
採
択
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
無
視
す
る
よ
う
に
八
八
年
鉱
物
条
約
が
作
成
さ
れ
た
。

協
議
国
は
、
南
極
と
そ
の
資
源
を
C
H
M
で
あ
る
と
い
う
途
上
国
の
主
張
を
否
定
し
た
。
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、

C
H

M
概
念
は
八
0
年
代
に
お
い
て
(
そ
し
て
現
在
な
お
)
国
際
慣
習
法
の
規
則
で
は
な
か
っ
た
。
途
上
国
は
、
人
類
全
体
の
利
益
の
た
め
に
南

北法49(4・13)781



説

(
初
)

極
に
関
す
る
「
開
放
的
な
、
す
べ
て
の
国
が
責
任
が
負
う
よ
う
な
、
そ
し
て
衡
平
な
枠
組
み
」
を
要
求
す
る
が
、
深
海
底
制
度
に
準
ず
る
な

ら
ば
、

C
H
M
概
念
の
採
用
は
少
な
く
と
も
、
主
権
ま
た
は
主
権
的
権
利
の
禁
止
、
南
極
活
動
か
ら
生
じ
る
経
済
的
な
利
益
の
国
際
社
会
に

お
け
る
衡
平
な
配
分
、
そ
し
て
国
際
管
理
に
よ
る
新
た
な
資
源
開
発
方
式
の
導
入
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ま
で
南
極
に
主
権
を
主
張
し
且
つ
実

際
に
主
権
的
権
利
を
行
使
し
て
き
た
協
議
国
(
七
カ
国
)
、
そ
し
て
主
権
的
権
利
の
主
張
を
留
保
し
た
協
議
国
(
米
ソ
両
国
)
に
、
新
た
な

(
引
)

国
際
管
理
構
想
を
受
諾
さ
せ
る
に
は
無
理
が
あ
っ
た
。
深
海
底
(
月
及
び
そ
の
資
源
)
と
異
な
り
、

C
H
M
概
念
が
主
張
さ
れ
た
時
点
で
、

(

明

記

)

南
極
は
完
全
な
意
味
で
の
「
国
家
管
轄
権
の
範
囲
を
越
え
た
地
域
」
で
は
な
か
っ
た
。
第
二
の
理
由
と
し
て
、
八
0
年
代
に
主
要
途
上
国

(
岳
町
区
間

σ
B昏
0

3

0

ご
y
n
d己
円
与
を
2
5
)
が
協
議
国
ブ
ロ
ッ
ク
に
加
入
し
た
た
め
、
条
約
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
途
上
国
の
批
判
は
大
き
な

(
お
)

影
響
力
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
現
在
、
協
議
国
の
数
は
二
六
カ
園
、
そ
の
他
の
締
約
国
は
一
七
カ
国
で
あ
る
が
、
一
九
八
O
年
か
ら

九
一
年
ま
で
の
あ
い
だ
に
、
鉱
物
資
源
活
動
に
よ
る
利
益
を
期
待
し
た
一
四
カ
国
が
新
た
に
協
議
国
の
地
位
を
得
た
。
そ
の
な
か
に
は
途
上

の
大
国
で
あ
る
イ
ン
ド
(
八
三
年
)
、
中
国
(
八
五
年
)
、
ブ
ラ
ジ
ル
(
人
三
年
)
、
そ
し
で
ウ
ル
グ
ア
イ
(
八
五
年
)

号ι
旧聞

国
グ
ル
ー
プ

(
G
打
)

が
含
ま
れ
る
。
そ
の
後
、
イ
タ
リ
ー

(
八
七
年
)
、
旧
東
ド
イ
ツ
(
八
七
年
)
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

(
八
八
年
)

お
よ
び
ス
ペ
イ
ン

(
八
八
年
)

に
も
協
議
国
の
地
位
が
与
え
ら
れ
た
。
加
入
決
定
は
協
議
国
会
議
に
お
け
る
全
会
一
致
に
よ
る
。
そ
う
し
た
地
位
容
認
が
南
極
条
約
シ
ス
テ

ム
に
対
す
る
途
上
国
の
批
判
を
考
慮
し
た
結
果
と
見
る
の
は
不
正
確
で
あ
る
が
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
加
入
要
求
は
鉱
物
資
源
開

発
の
可
能
性
に
触
発
さ
れ
、
鉱
物
条
約
交
渉
に
乗
り
遅
れ
な
い
た
め
の
も
の
と
い
え
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
「
南
(
途
上
国
)
は
こ
の
間
題
に

関
す
る
一
方
の
側
と
し
て
の
結
束
に
欠
け
て
い
た
。
」
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
チ
リ
を
擁
し
、
東
西
の
結
合
か
ら
な
る
協
議
国
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
ィ

(M) 

ン
ド
、
ブ
ラ
ジ
ル
そ
し
て
中
国
と
い
う
影
響
力
あ
る
途
上
国
か
ら
条
約
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
支
持
を
取
り
つ
け
た
と
い
え
る
。
パ
ス
ラ
1

(
内
切
島
田
庁
吋
)

の
表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
、
共
同
遺
産
概
念
を
主
張
す
る
南
の
立
場
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
協
議
国
は
世
界
人
口
の
四
分

(
お
)

の
三
か
ら
成
る
「
少
数
者
独
裁
連
合
」
の
性
格
を
有
し
つ
つ
、
資
源
開
発
の
実
施
を
認
め
る
法
制
度
を
作
り
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
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協
議
国
は
彼
ら
の
立
場
を
強
化
し
、
南
極
条
約
シ
ス
テ
ム
の
維
持
を
貫
徹
し
え
た
。

凶
南
極
鉱
物
資
源
活
動
規
制
条
約

協
議
国
は
鉱
物
資
源
の
開
発
前
に
そ
の
活
動
規
制
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
、
す
で
に
南
極
に
お
け
る
採
鉱
活
動
を
停
止
す
る
旨
を
約
束

し
て
い
た
(
七
七
年
非
公
式
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
)
。
関
連
条
約
は
可
能
な
か
ぎ
り
迅
速
に
作
成
さ
れ
る
と
い
う
見
通
し
の
も
と
に
、
協
議
国
は

実
質
六
年
の
検
討
を
経
て
条
約
を
採
択
し
た
。
環
境
N
G
O
の
反
対
は
あ
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
日
本
、
旧
西
独
そ
し
て
米
国

は
、
当
時
、
採
鉱
活
動
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
っ
た
。
最
終
的
に
は
、
協
議
国
主
導
の
も
と
に
鉱
物
条
約
の
草
案
が
完
成

(
お
)

し
(
八
八
年
六
月
採
択
)
、
条
約
は
署
名
の
た
め
に
開
放
さ
れ
た
(
同
年
一
一
月
)

0

本
条
約
は
九
一
年
の
南
極
環
境
保
護
議
定
書
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
現
在
は
未
発
効
で
あ
る
が
、
環
境
保
護
の
見
地
か
ら
画
期
的
な
内
容

環境保護に関する南極条約システムの変容

を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
ワ
ッ
ツ
(
〉
・
を
星
回
)
に
よ
れ
ば
、
こ
の
鉱
物
条
約
は
他
の
同
様
の
多
数
回
間
条
約
よ
り
も
優
れ
た
環
境
保
護
規
定

(

幻

)

;

を
含
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
条
約
は
、
地
球
環
境
に
と
っ
て
南
極
が
有
す
る
重
要
性
、
お
よ
び
南
極
が
も
っ
特
異
な
生
態
学
的
、
科
学
的

お
よ
び
自
然
的
な
価
値
を
認
め
て
、
将
来
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
鉱
物
資
源
活
動
が
南
極
環
境
ま
た
は
そ
れ
に
依
存
・
関
連
す
る
生
態
系
に
有

害
な
影
響
を
も
た
ら
す
と
し
て
、
環
境
影
響
評
価
と
資
源
活
動
の
効
果
的
規
制
は
、
国
際
社
会
全
体
の
利
益
に
資
す
る
と
い
う
(
前
文
、
二

条
)
。
海
洋
生
物
資
源
保
存
条
約
と
同
様
に
、
生
態
系
保
護
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
用
さ
れ
(
四
条
二
)
、
南
極
環
境
の
保
護
は
協
議
国
の
特
別

な
責
任
で
あ
る
と
す
る
(
二
条
)
。
他
面
、
厳
格
な
環
境
影
響
評
価
の
実
施
を
条
件
と
す
る
が
、
開
発
活
動
を
容
認
す
る
点
に
お
い
て
、
こ

の
条
約
も
基
本
的
に
は
海
洋
生
物
資
源
保
存
条
約
と
問
様
の
構
造
を
も
っ
。
以
下
、
条
約
の
一
般
原
則
、
鉱
物
資
源
活
動
の
実
施
に
関
す
る

規
定
(
条
約
機
関
の
任
務
・
機
能
を
含
む
)
、
お
よ
び
条
約
の
履
行
確
保
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

①
一
般
的
な
原
則

(
お
)

一
般
原
則
は
つ
ぎ
の
三
つ
に
大
別
で
き
る
。
第
一
は
環
境
影
響
評
価
の
義
務
で
あ
る
。
条
約
は
鉱
物
資
源
活
動
が
環
境
に
与
え
る
影
響
の
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説

評
価
、
当
該
活
動
の
受
諾
可
能
性
、
受
諾
さ
れ
る
場
合
の
実
施
条
件
を
規
定
し
、
こ
れ
に
従
わ
な
い
活
動
は
禁
止
さ
れ
る
(
二

1
三
条
)
。

ま
た
、
影
響
を
判
断
す
る
適
切
な
情
報
が
な
い
場
合
、
お
よ
び
情
報
に
基
づ
い
て
予
想
さ
れ
る
影
響
が
ニ
疋
の
水
準
以
上
で
あ
る
場
合
(
た

と
え
ば
、
空
気
、
水
質
、
大
気
、
陸
地
、
海
洋
へ
の
著
し
い
悪
影
響
な
ど
)
に
は
、
当
該
活
動
は
禁
止
さ
れ
る
(
四
条
v
。
こ
の
水
準
に
つ

い
て
条
約
は
詳
細
に
特
定
し
な
い
が
、
条
約
機
関
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
第
二
の
原
則
は
、
国
際
協
力
と
国
際
参
加
の
原
則

で
あ
る
。
締
約
国
は
条
約
の
枠
内
で
国
際
協
力
を
促
進
し
、
非
協
議
国
で
あ
る
途
上
国
を
含
む
、
す
べ
て
の
締
約
国
は
鉱
物
資
源
活
動
に
参

加
す
る
よ
う
に
奨
励
さ
れ
る
(
六
条
)
。
も
っ
と
も
、
こ
の
参
加
原
則
に
よ
る
権
利
義
務
の
内
容
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
進
国
の

開
発
活
動
に
途
上
国
が
参
/
加
す
る
権
利
を
も
つ
か
ど
う
か
が
条
約
交
渉
時
に
争
点
と
な
り
、
そ
の
解
決
を
暖
昧
に
す
る
た
め
で
あ
り
た
と
い

論

わ
れ
る
。
第
三
は
特
別
地
域
の
保
護
で
あ
る
。
鉱
物
資
源
活
動
は
、
前
述
の
特
別
保
護
地
域
(
六
四
年
合
意
措
置
)
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
、

か
つ
既
存
の
確
立
さ
れ
た
南
極
地
域
の
利
用
(
基
地
活
動
、
科
学
協
力
、
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
、
観
光
、
歴
史
記
念
物
の
管
理
、
航
行
と

飛
行
)
を
妨
害
し
て
は
な
ら
な
い
(
一
三
条
、

一
五
条
)

0

②
鉱
物
資
源
活
動
の
実
施
に
対
す
る
規
制

活
動
の
実
施
に
関
連
し
て
、
つ
ぎ
の
三
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
に
、
条
約
は
鉱
物
資
源
活
動
を
規
律
す
る
が
、
「
鉱
物
資
源
」

と
は
、
す
べ
て
の
非
生
物
資
源
で
天
然
の
再
生
不
能
な
資
源
で
あ
る
(
氷
は
再
生
可
能
な
資
源
と
し
て
除
外
さ
れ
る
)
。
鉱
物
資
源
の
所
在

地
は
、
南
緯
六
O
度
以
南
の
大
陸
と
す
べ
て
の
南
極
の
島
、
お
よ
び
こ
れ
ら
の
大
陸
・
島
に
隣
接
す
る
沿
岸
区
域
の
海
底
と
地
下
で
深
海
底

ま
で
延
び
る
部
分
で
あ
る
。
深
海
底
は
こ
の
適
用
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
、
生
態
系
に
影
響
し
う
る
諸
活
動
に
つ
い
て
は
南
緯
六
O
度
以
南
の

地
域
に
限
定
さ
れ
な
い
(
以
上
、
五
条
二
、
四
)
。
第
二
に
、
鉱
物
資
源
活
動
と
は
「
概
査
、
探
査
ま
た
は
開
発
」
を
意
味
し
、
科
学
的
調

査
活
動
(
五
九
年
条
約
三
条
)
は
除
外
さ
れ
る
。
概
査
(
℃
5
8
2
5
m
)
は
探
査
と
開
発
の
た
め
に
潜
在
的
に
鉱
物
資
源
が
存
在
す
る
場
所

を
確
認
す
る
活
動
、
探
査
(
目

4
Z
E芯
ロ
)
は
資
源
の
存
在
ま
た
は
鉱
床
を
確
認
・
評
価
す
る
活
動
で
あ
り
、
開
発
(
己

2
0
-
8
5
2同
)
と
は
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環境保護に関する南極条約システムの変容

探
査
の
あ
と
で
行
わ
れ
る
鉱
床
の
採
鉱
な
ど
を
い
う
(
一
条
七

i
一
O
)
。
第
三
に
、
鉱
物
資
源
活
動
は
締
約
国
の
み
な
ら
ず
、
締
約
国
の

機
関
・
公
共
事
業
体
や
法
人
、
こ
れ
ら
の
も
の
で
構
成
さ
れ
る
合
弁
事
業
の
い
ず
れ
か
(
「
操
業
者
」
)
で
行
わ
れ
、
こ
れ
ら
と
実
質
的
か
っ

真
正
な
関
係
を
も
っ
締
約
国
(
「
保
証
国
」
)
が
第
一
次
的
に
は
操
業
者
の
活
動
を
規
制
す
る
(
一
条
一
一
以
下
)
。

さ
ら
に
、
条
約
が
設
け
る
五
つ
の
機
関
に
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
南
極
鉱
物
資
源
委
員
会
(
以
下
、
委
員
会
と
す
る
。
こ
れ
は
主
に

協
議
固
か
ら
構
成
さ
れ
る
機
能
的
な
機
関
)
、
南
極
鉱
物
資
源
規
制
委
員
会
(
以
下
、
規
制
委
員
会
。
委
員
会
が
決
定
す
る
一

0
カ
国
か
ら

成
る
機
関
)
、
科
学
・
技
術
・
環
境
諮
問
委
員
会
(
以
下
、
科
学
委
員
会
。
す
べ
て
の
締
約
国
を
代
表
す
る
委
員
か
ら
成
る
機
関
)
、
特
別
締

約
国
会
議
(
す
べ
て
の
締
約
固
か
ら
成
り
、
五
九
年
条
約
の
締
約
国
に
も
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
の
資
格
が
付
与
さ
れ
る
機
関
)
お
よ
び
事
務
局
で

あ
る
。
事
務
局
を
除
く
す
べ
て
の
機
関
が
概
査
、
探
査
ま
た
は
開
発
を
直
接
ま
た
は
間
接
に
規
制
す
る
権
限
を
有
す
る
。

判
概
査
保
証
国
は
操
業
者
に
よ
る
概
査
の
計
画
を
委
員
会
に
通
告
し
、
そ
の
場
所
・
方
法
を
詳
細
に
提
示
し
、
操
業
者
に
よ
る
「
条

約
遵
守
と
環
境
保
護
」
を
確
保
す
る
義
務
を
負
う
。
概
査
は
条
約
機
関
に
よ
る
事
前
の
許
可
に
服
さ
な
い
。
し
か
し
、
概
査
が
条
約
(
ま
た

は
条
約
に
よ
り
有
効
と
さ
れ
る
措
置
)
と
両
立
し
な
い
と
考
え
る
他
の
締
約
国
が
委
員
会
に
異
議
を
申
し
立
て
、
委
員
会
が
関
連
の
措
置

(
概
査
の
制
限
・
禁
止
)
を
採
択
す
る
と
き
に
は
(
全
会
一
致
、
二
二
条
二
)
、
保
証
国
は
そ
れ
に
合
致
す
る
よ
う
に
計
画
を
修
正
し
、
そ

の
結
果
を
委
員
会
に
通
報
す
べ
き
と
さ
れ
る
(
以
上
、
コ
一
七
条
i
二
一
八
条
、
二
一
条
一
例
川
)
。
か
く
し
て
、
委
員
会
は
概
査
の
活
動
を
制

限
ま
た
は
禁
止
す
る
権
限
を
有
す
る
。

制
探
査
と
開
発
概
査
と
異
な
り
、
探
査
と
開
発
に
は
厳
格
な
許
可
が
要
求
さ
れ
る
。
ま
ず
、
締
約
国
は
探
査
・
開
発
の
た
め
の
地
域

指
定
を
求
め
る
通
告
を
事
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
通
告
で
は
当
該
地
域
の
自
然
や
環
境
上
の
特
徴
な
ど
の
詳
細
な
説

明
が
要
求
さ
れ
る
。
通
告
は
ま
た
、
す
べ
て
の
締
約
国
お
よ
び
委
員
会
に
召
集
さ
れ
る
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
に
も
送
付
さ
れ
る
。
科
学
委
員
会
は

そ
の
通
報
に
関
し
て
委
員
会
に
助
言
し
、
特
別
締
約
国
会
議
は
通
報
に
基
づ
く
委
員
会
の
地
域
指
定
と
条
約
の
適
合
性
を
検
討
し
委
員
会
に
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説

報
告
す
る
。
委
員
会
は
こ
れ
ら
両
機
関
の
意
見
を
考
慮
し
て
、
探
査
・
開
発
が
行
わ
れ
る
資
源
と
地
域
を
指
定
す
る
決
定
を
行
う
(
全
会
一

致
、
二
二
条
二
)
。
こ
の
決
定
を
受
け
て
、
当
該
特
定
地
域
に
関
与
す
る
規
制
委
員
会
が
設
立
さ
れ
、
規
制
委
員
会
は
申
請
を
検
討
し
、
実

施
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
探
査
・
開
発
の
一
般
的
要
件
や
特
定
条
件
(
管
理
計
画
)
を
定
め
る
(
一
一
一
分
の
二
多
数
決
、
一
二
二
条
)
。
も

し
操
業
者
が
条
約
や
管
理
計
画
で
特
定
さ
れ
た
措
置
を
遵
守
し
な
い
な
ら
ば
、
委
員
会
は
管
理
計
画
を
停
止
、
修
正
ま
た
は
は
取
消
す
こ
と

が
で
き
、
場
合
に
よ
っ
て
は
操
業
者
に
金
銭
罰
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
以
上
、
一
二
九
条
1
五
一
条
)
。
こ
の
よ
う
な
一
連
の
手
続
と
決

(
鈎
)

定
な
し
に
は
探
査
・
開
発
は
実
行
し
え
な
い
。

③
条
約
の
履
行
確
保

(ω) 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
道
守
、
査
察
お
よ
び
損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
一
般
規
定
が
あ
る
。
道
守
に
つ
い
て
、
締
約
国
は
「
そ
の
権
限
内
に

お
い
て
」
条
約
(
条
約
に
基
づ
く
有
効
な
措
置
)
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
と
る
義
務
を
負
う
(
七
条
)
。
こ
の
権
限
が

属
人
的
権
限
の
み
な
ら
ず
属
地
的
権
限
も
含
む
と
解
す
る
主
権
請
求
国

(
n
E
Eき
ご
と
そ
の
否
認
国
(
ロ
g
t
n
E
B
g円
)
の
聞
に
意
見
対
立

が
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
査
察
に
つ
い
て
は
、
条
約
は
締
約
国
が
指
名
す
る
監
視
員
に
よ
る
現
場
査
察
の
制
度
(
五
九
年
条
約
七
条
)
を
維
持
し

な
が
ら
、
委
員
会
と
規
制
委
員
会
が
指
名
す
る
監
視
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
新
し
い
国
際
査
察
の
制
度
を
導
入
す
る
(
一
一

1
一
二
条
)
。

最
後
に
、
操
業
者
は
そ
の
活
動
が
南
極
の
環
境
・
生
態
系
に
損
害
を
与
え
る
か
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
損
害
を
防
止
、
制

限
、
浄
化
し
、
そ
れ
を
除
去
す
る
適
切
な
措
置
を
要
求
さ
れ
、
操
業
者
は
そ
の
活
動
か
ら
生
じ
る
損
害
に
つ
い
て
厳
格
な
賠
償
責
任
を
負
う

(
八
条
)
。
保
証
国
に
つ
い
て
も
、
操
業
者
の
条
約
違
反
ま
た
は
そ
の
継
続
か
ら
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
、
操
業
者
の
賠
償
で
カ
バ
ー
さ

れ
な
い
部
分
に
つ
き
、
国
際
法
に
基
づ
く
副
次
的
な
賠
償
責
任
が
課
さ
れ
る
。
対
象
と
な
る
損
害
の
範
囲
、
免
責
事
由
(
自
然
災
害
、
武
力

紛
争
、
テ
ロ
行
為
な
ど
合
理
的
に
予
見
し
得
な
い
損
害
)
と
賠
償
軽
減
事
由
が
特
定
さ
れ
、
そ
の
他
の
詳
細
な
手
続
・
規
則
(
賠
償
限
度
額
、

請
求
に
関
す
る
裁
判
手
続
、
基
金
設
立
な
ど
)
は
本
条
約
発
効
後
に
作
成
さ
れ
る
別
の
議
定
書
が
扱
う
と
す
る
。
か
か
る
議
定
書
が
発
効
す

論

北法49(4・18)786



る
ま
で
は
、
締
約
国
(
操
業
者
)
は
探
査
ま
た
は
開
発
の
た
め
の
申
請
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
(
八
条
九
)
。
し
た
が
っ
て
本
条
約
が
発

効
し
た
と
し
て
も
(
現
在
は
未
発
効
)
、
賠
償
責
任
の
議
定
書
が
作
成
さ
れ
発
効
し
な
い
限
り
、
締
約
国
の
実
施
し
う
る
活
動
は
概
査
の
段

階
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
損
害
賠
償
に
関
す
る
議
定
書
が
採
択
さ
れ
る
か
否
か
は
、
鉱
物
資
源
開
発
の
将
来
に
大

き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。

以
上
み
た
よ
う
に
、
鉱
物
条
約
で
は
広
範
囲
な
資
源
活
動
に
対
し
て
相
当
に
厳
格
な
環
境
基
準
が
適
用
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。
南
極
で

通
常
実
施
さ
れ
る
科
学
調
査
に
類
似
す
る
「
概
査
」
も
、
有
害
な
環
境
影
響
を
理
由
に
停
止
さ
れ
う
る
。
も
と
よ
り
条
約
の
実
効
性
は
、
活

動
が
禁
止
さ
れ
る
場
合
の
環
境
へ
の
「
著
し
い
悪
影
響
」
ま
た
は
「
著
し
い
変
化
」
(
四
条
二
)
の
解
釈
い
か
ん
、
と
く
に
関
係
活
動
と
条

(
叫
)

約
の
両
立
性
に
関
す
る
条
約
機
関
の
個
別
判
断
に
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
(
た
と
え
ば
、
三
七
条
二
、
=
一
八
条
一
、
四
五
条
一
同

ω、

五
一
条
一
、
五
四
条
四
)
。

環境保護に関する南極条約システムの変容

生
態
系
保
護
の
新
時
代
(
一
九
九
0
年
代
)

鉱
物
条
約
が
採
択
さ
れ
た
直
後
、
南
極
で
保
護
す
べ
き
国
際
社
会
の
共
通
利
益
は
そ
の
包
括
的
な
環
境
保
護
に
あ
る
と
の
理
解
が
一
般
化

し
た
。
か
つ
て
の
資
源
利
用
中
心
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
少
な
く
と
も
鉱
物
資
源
に
つ
い
て
は
妥
当
し
な
い
と
す
る
考
え
が
広
く
支
持
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
協
議
国
は
国
際
世
論
(
環
境
N
G
O
)
の
圧
力
を
受
け
て
、
南
極
条
約
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
保
護
す
べ
き
価
値
を
鉱
物
資
源
の

開
発
・
利
用
か
ら
生
態
系
保
護
に
「
転
換
」
し
、
九
一
年
議
定
書
が
採
択
さ
れ
た
。
鉱
物
条
約
は
そ
れ
が
い
か
に
厳
格
な
環
境
影
響
評
価
を

義
務
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
原
則
と
し
て
鉱
物
資
源
活
動
を
許
容
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
議
定
書
の
採
択
・
発
効
に
よ
っ
て
、

鉱
物
資
源
の
開
発
に
優
位
す
る
南
極
環
境
の
自
然
の
ま
ま
の
価
値
を
認
め
る
新
時
代
が
到
来
し
た
。
以
下
で
は
ま
ず
、
こ
う
し
た
南
極
条
約

北法49(4・19)787



説

シ
ス
テ
ム
の
方
向
転
換
を
促
し
た
背
景
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

国
際
世
論
の
喚
起

北法49(4・20)788

1 

自命

鉱
物
条
約
採
択
の
一
年
後
に
、
同
条
約
を
生
み
出
し
た
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
崩
れ
始
め
、
鉱
物
活
動
を
原
則
的
に
禁
止
す
る
議
定
書
が
採
択

さ
れ
た
。
八
八
年
鉱
物
条
約
は
途
上
国
の
要
求
す
る

C
H
M
概
念
を
導
入
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
資
源
開
発
の
活
動
を
厳
格
に
規
律

す
る
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
。
他
方
、
採
鉱
活
動
に
よ
る
環
境
へ
の
悪
影
響
の
可
能
性
(
お
よ
び
鉱
物
資
源
価
格
の
下
落
)
が
広
く

認
識
さ
れ
て
、
ま
ず
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
フ
ラ
ン
ス
が
八
八
年
の
鉱
物
活
動
規
制
条
約
を
批
准
し
な
い
と
す
る
姿
勢
を
明
確
に
し
た
。
学
説

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
南
極
で
実
際
に
生
じ
た
環
境
損
害
(
と
く
に
八
九
年
一

1
一
二
月
の
若
干
の
ケ

l
ス
)
に
触
発
さ
れ
一
層
厳

(
必
)

格
な
環
境
保
護
を
求
め
る
国
際
世
論
に
起
因
す
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
フ
ラ
ン
ス
の
両
国
は
、
少
な
か
ら
ず
そ
う
し
た
圧
力
を
受
け
て

八
八
年
条
約
の
批
准
を
差
し
控
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

川
フ
ラ
ン
ス
基
地
滑
走
路
建
造
事
件
(
一
九
八
二

1
八
五
年
)

国
際
的
な
環
境
保
護
団
体

(
N
G
O
)
は
す
で
に
八
八
年
鉱
物
条
約
の
交
渉
期
間
中
に
、
鉱
物
資
源
活
動
が
南
極
環
境
に
有
害
な
影
響
を

(
ね
)

与
え
る
で
あ
ろ
う
と
確
信
し
て
い
た
。
本
件
は
鉱
物
資
源
活
動
に
反
対
す
る

N
G
O
の
立
場
を
活
性
化
さ
せ
た
初
期
の
事
件
で
あ
る
。
九

二
年
に
完
成
予
定
の
長
い
岩
状
の
滑
走
路
(
一
一

0
0
メ
ー
ト
ル
)
を
建
造
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
計
画
は
、
一
応
の
環
境
影
響
評
価
に
基
づ
い

て
、
八
二
年
か
ら
八
三
年
初
め
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
。
初
期
の
段
階
で
地
表
(
四
五
万
立
方
メ
ー
ト
ル
)
を
除
去
す
る
必
要
が
あ
り
、
さ

ら
に
二
つ
の
隣
接
す
る
島
の
地
な
ら
し
、
お
よ
び
そ
れ
ら
島
々
と
五
つ
の
他
の
島
を
結
ぶ
た
め
に
、
基
礎
工
事
用
の
石
塊
が
使
用
さ
れ
た
。

こ
の
作
業
に
よ
っ
て
南
極
の
動
物
生
息
地
の
破
壊
が
懸
念
さ
れ
た
。
同
地
域
は
南
極
で
動
物
が
豊
富
に
生
息
す
る
場
所
で
あ
る
。
と
く
に
希

少
な
ペ
ン
ギ
ン
種
(
帝
王
ペ
ン
ギ
ン
)
の
生
息
地
で
あ
り
、
ま
た
大
陸
に
い
る
一

O
種
の
鳥
類
の
う
ち
八
種
の
生
息
地
で
も
あ
り
、
多
く
の

ア
ザ
ラ
シ
が
そ
こ
に
棲
ん
で
い
た
。
そ
の
た
め
、
動
物
科
学
者
に
と
っ
て
重
要
な
地
域
で
あ
り
、
南
極
海
の
生
態
系
変
化
を
モ
ニ
タ
ー
す
る



環境保護に関する南極条約システムの変容

た
め
の
優
先
的
場
所
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
た
。

フ
ラ
ン
ス
国
家
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
対
し
て
当
該
計
画
の
環
境
影
響
を
詳
細
・
綿
密
に
研
究
す
る
こ
と
を
要
求
し
た

(
全
会
一
致
の
決
議
で
可
決
、
八
三
年
三
月
)
。
環
境
保
護
団
体

(
A
S
O
C
(太
平
洋
・
南
極
海
洋
連
合
)
、
グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
)
は
、
建

造
と
航
空
機
騒
音
に
伴
う
動
物
生
態
系
へ
の
悪
影
響
を
理
由
に
滑
走
路
の
建
造
に
反
対
し
た
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
八
四
年
に
作
業
を
一

時
停
止
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
国
内
法
で
は
航
空
機
滑
走
路
の
よ
う
な
大
規
模
事
業
に
つ
い
て
事
前
の
環
境
影
響
評
価
が
要
求
さ
れ
る
が
(
七
六

(
必
)

月
七
月
の
フ
ラ
ン
ス
国
内
環
境
法
)
、
南
極
条
約
上
は
影
響
評
価
に
基
づ
く
作
業
計
画
提
出
の
義
務
は
な
い
。
そ
の
後
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は

専
門
家
委
員
会
を
設
置
し
た
が
、
そ
の
勧
告
(
新
評
価
の
報
告
書
、
八
四
年
末
)
を
無
視
し
て
作
業
は
再
開
さ
れ
た
。

右
の
活
動
が
生
態
系
を
破
壊
し
た
と
す
る
証
拠
は
す
で
に
協
議
固
に
提
出
さ
れ
て
い
た
(
八
四
年
一
月
)
。
ジ
ョ
イ
ナ
l

(内
・
内
宮
百
四
円
)

に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
建
造
行
為
が
六
四
年
合
意
措
置
に
違
反
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
行
為
に
対
し
て
他
の
協
議
国
が
何
ら
実
効
的
な
措
置
を

と
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
①
作
業
過
程
(
地
な
ら
し
の
た
め
の
爆
破
作
業
)
で
ペ
ン
ギ
ン
が
殺
害
さ
れ
、
さ

ら
に
多
く
の
鳥
類
が
営
巣
地
か
ら
ト
ラ
ッ
ク
で
移
送
さ
れ
た
と
す
る
報
告
内
容
が
正
確
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
活
動
が
合
意
措
置
に
違
反

す
る
と
い
え
る
か
否
か
は
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
は
、
計
画
に
よ
っ
て
周
囲
の
環
境
に
生
じ
る
影
響
を
最
小
限
に
す

る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
防
止
措
置
を
講
じ
た
と
し
て
、
と
り
わ
け
作
業
現
場
か
ら
鳥
類
を
保
護
し
た
の
で
、
計
画
は
合
意
措
置
に
何
ら
違
反
し

(
川
町
)

な
い
と
主
張
し
た
(
八
四
年
)
。
六
四
年
合
意
措
置
に
よ
れ
ば
、
締
約
国
は
原
産
鳥
類
へ
の
妨
害
を
最
小
限
に
す
る
た
め
の
「
適
切
な
措
置
」

を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
妨
害
行
為
と
し
て
列
挙
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
行
為
は
基
地
の
設
営
や
運
用
に
「
必
要
最
小
限
」
の
範
囲
で
許
さ

れ
る
(
七
条
一

1
二
)
。
た
し
か
に
、
合
意
措
置
に
よ
れ
ば
条
約
地
域
内
で
自
然
の
海
産
動
物
・
鳥
類
を
殺
傷
・
捕
獲
し
、
苦
痛
を
与
え
る

行
為
は
(
条
件
つ
き
で
)
禁
止
さ
れ
る
(
六
条
こ
が
、
本
件
フ
ラ
ン
ス
の
活
動
は
基
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
促
進
す
る
目
的
で
実
施
さ
れ
た
。

(
必
)

フ
ラ
ン
ス
の
行
為
が
合
意
措
置
に
違
反
す
る
と
断
言
で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
も
と
よ
り
、
右
の
「
適
切
な
措
置
」
お
よ

北j去49(4・21)789

よ
っ
て
、



説

び
「
必
要
最
小
限
」
の
範
囲
(
七
条
)
に
つ
い
て
画
一
的
な
基
準
は
な
く
、
そ
れ
を
判
断
す
る
有
権
的
機
関
も
存
在
し
な
い
た
め
、
解
釈
が

対
立
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

論

他
方
、
②
大
多
数
の
協
議
国
は
フ
ラ
ン
ス
の
行
為
に
つ
い
て
無
関
心
で
あ
る
か
、
ま
た
は
そ
れ
に
反
対
し
フ
ラ
ン
ス
を
刺
激
す
る
対
応
を

控
え
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
お
よ
び
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
作
業
に
関
す
る
一
層
の
情
報
を
求
め
た
と
い
わ
れ
る
が
、

他
の
協
議
国
(
一
五
カ
国
)
は
何
ら
正
式
の
意
思
表
明
を
行
わ
な
か
っ
た
。
か
か
る
無
関
心
な
対
応
を
機
に
、

A
S
O
C
は
、
南
極
条
約
の

締
約
国
政
府
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
公
に
し
た
。
「
本
件
の
取
扱
い
は
南
極
条
約
シ
ス
テ
ム
の
信
頼
可
能
性
の
問
題
を
提
起
す
る
。

も
し
締
約
国
政
府
が
何
ら
集
団
的
活
動
を
と
ら
な
い
な
ら
ば
、
(
そ
し
て
)
違
反
の
申
立
て
を
調
査
す
る
こ
と
さ
え
し
な
い
な
ら
ば
、
国
際

(
灯
)

社
会
(
円
宮
宮

En)
は
南
極
条
約
と
関
連
の
文
書
に
し
た
が
う
と
い
う
諸
政
府
の
約
束
を
殆
ど
信
頼
し
え
な
い
」
と
述
べ
た
(
八
五
年
)
。

こ
の
よ
う
に
、
六
四
年
合
意
措
置
は
南
極
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
国
家
の
活
動
を
監
視
す
る
有
権
的
制
度
(
審
査
・
規
律
の
機
関
)
を
欠

(
川
町
)

い
て
い
た
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
の
活
動
を
国
際
法
に
よ
っ
て
実
効
的
に
規
制
す
る
こ
と
は
実
際
に
困
難
で
あ
っ
た
。
大
規
模
な
建
造
計
画
に
先

(
ぬ
)

行
す
る
環
境
影
響
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
要
求
す
る
勧
告
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
が
、
有
効
に
執
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
科
学
基
地
・
そ

の
他
の
戦
略
的
支
援
施
設
を
設
け
る
場
合
に
環
境
影
響
評
価
を
命
じ
る
そ
の
後
の
勧
告
(
八
七
年
十

O
月
の
第
一
四
回
協
議
国
会
議
で
採
択

さ
れ
た
勧
告
出
〈
心
)
に
つ
い
て
も
、
そ
の
道
守
を
確
保
す
る
手
段
は
な
ん
ら
存
在
し
な
い
。

凶
船
舶
座
礁
に
よ
る
油
漏
出
事
故
(
一
九
八
九
年
)

と
こ
ろ
で
、
条
約
シ
ス
テ
ム
の
実
効
性
は
別
と
し
て
、

A
S
O
C
は
グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
と
共
同
し
て
八
八
年
条
約
の
作
成
を
挫
折
さ
せ
る

た
め
、
多
様
な
示
威
活
動
を
展
開
し
て
い
た

(
八
三

1
八
八
年
)
o
A
S
O
C
は
、
オ
ゾ
ン
層
破
壊
、
海
洋
保
護
そ
し
て
極
地
な
ど
の
諸
問

題
に
関
す
る
世
界
の
一
七
五
以
上
の
環
境
保
全
グ
ル
ー
プ
を
代
表
す
る
組
織
と
し
て
設
立
さ
れ
(
七
七

1
七
八
年
)
、
八
二
年
に
は

A
S
O

C
の
事
務
局
と
財
政
基
盤
を
担
う
も
の
と
し
て
、
非
営
利
組
織
た
る
南
極
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
(
叶
〉
司
)
を
設
立
し
た
。

A
S
O
C
は
、
鉱
物
の

北法49(4・22)790



環境保護に関する南極条約システムの変容

商
業
開
発
が
相
対
的
に
脆
弱
な
南
極
の
生
態
系
を
害
す
る
と
考
え
、
八
八
年
六
月
ま
で
に
そ
の
メ
ン
バ
ー
が
諸
政
府
と
接
触
し
、
鉱
物
条
約

の
批
准
を
拒
否
す
る
協
議
固
を
発
見
し
よ
う
と
努
め
て
い
た
。
九
O
年
初
め
に
は
、
ク
ス
ト
ゥ

l
協
会
合
宮
内
。
5
8
2
r
a刊
さ
は
刊
行

物
を
と
お
し
て
南
極
保
護
の
請
願
運
動
を
展
開
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
探
検
家
ク
ス
ト
ゥ

1

2
陪
SEa-J号
四
国
内

0
5
5
2
)
は
各
国
の
議
員
や

(
印
)

行
政
官
を
精
力
的
に
訪
問
し
、
鉱
物
条
約
へ
の
反
対
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。

そ
の
問
、
八
九
年
初
め
に
三
つ
の
船
舶
事
故
が
南
極
で
発
生
し
た
。
そ
の
う
ち
最
も
重
大
な
事
故
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
タ
ン
カ
ー

面白
E
B
-
v
R
2
0
号
)
の
座
礁
に
よ
る
油
漏
出
事
故
で
あ
る
。
海
軍
船
舶
で
も
あ
る
伺
号
は
ピ
ス
マ
ル
ク
海
峡
(
南
極
半
島
の
米
国
パ

l
マ
!

基
地
)
付
近
で
座
礁
し
(
八
九
年
一
月
)
、
有
毒
な
ジ

l
ゼ
ル
燃
料
油
(
九
五
万
リ
ッ
ト
ル
)
が
漏
出
し
た
。
過
酷
な
気
象
条
件
の
た
め
、(日
)

従
来
の
清
掃
方
法
は
役
に
立
た
ず
、
ま
た
低
温
に
よ
っ
て
油
の
生
物
学
的
分
解
が
遅
れ
る
と
の
理
由
で
、
環
境
へ
の
悪
影
響
が
懸
念
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
類
似
の
事
故
が
短
期
間
に
発
生
し
た
。
英
国
船
舶

(
E
E
S
R
m
号
)
が
デ
イ
セ
フ
シ
ヨ
ン
島
付
近
で
氷
山
に
衝
突
し
た
事
故
、

ベ
ル

l
調
査
船
が
南
シ
ェ
ト
ラ
ン
ズ
・
キ
ン
グ
ジ
ョ
ー
ジ
島
付
近
で
座
礁
し
た
事
故
で
あ
る
(
い
ず
れ
も
八
九
年
二
月
)
。
後
者
の
ケ
l
ス

で
は
流
出
し
た
九
五
万
リ
ッ
ト
ル
の
油
の
う
ち
四
万
リ
ッ
ト
ル
の
み
が
回
収
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
長
さ
八

1
一
一
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
お
よ
ぶ

油
に
よ
っ
て
米
国
パ

l
マ
l
基
地
周
辺
の
生
態
系
に
広
範
な
損
害
が
生
じ
た
。
つ
い
で
エ
ク
ソ
ン
・
パ
ル
デ
イ

l
ズ
(
開
話
。
ロ
〈
陪
E
O
N
)

号

か
ら
の
油
漏
出
事
故
が
発
生
し
た
(
八
九
年
三
月
)
。
か
く
し
て
、
極
地
に
お
け
る
輸
送
活
動
の
増
大
に
と
も
な
う
環
境
損
害
の
発
生
が
国

際
社
会
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
く
に
南
極
に
お
け
る
石
油
の
採
掘
と
い
う
資
源
開
発
活
動
は
、
そ
れ
が
本
格
化
す
る
な
ら
ば
、

(
臼
)

油
の
輸
送
・
漏
出
と
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
。

北法49(4・23)791

こ
の
よ
う
な
事
実
に
基
づ
く

N
G
O
E
ω
。
。
・
。
『
目
白
ロ
宮
R
0・
E
n
Z
な
ど
)
の
活
動
は
、
八
八
年
条
約
に
よ
る
鉱
物
活
動
を
疑
問
視
す

る
国
際
世
論
を
喚
起
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ク
ス
ト
ゥ
!
の
説
得
活
動
は
こ
れ
ら
の
海
洋
事
故
に
よ
る
汚
染
損
害
に
焦
点
を
あ
て
る
も
の
で

(
日
)

あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
く
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
、
八
0
年
代
末
の
環
境
保
護
団
体
の
活
動
お
よ
び
そ
れ
を
支
持
し
た
国
際
世
論
は
、
オ
-



5見

ス
ト
ラ
リ
ア
と
フ
ラ
ン
ス
両
国
に
よ
る
鉱
物
条
約
の
拒
否
を
促
し
た
大
き
な
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。

論

η
L
 

nwd 

n
，a
 

A
4孟
り
ん

A
斗
A

N
G
O
は
す
で
に
七
0
年
代
に
南
極
の
世
界
公
園
化
を
構
想
し
て
い
た
。
そ
の
起
源
は
、
南
極
を
世
界
公
園
(
巧

o
E
E
H
r
)
と
指
定
し
、
川
叩法

国
連
の
監
視
下
に
お
く
べ
き
と
す
る
一
九
七
二
年
の
国
立
公
園
に
関
す
る
第
一
一
回
世
界
会
議
に
遡
る
。

A
S
O
C
は
世
界
公
圏
構
想
が
南
極
北

環
境
の
包
括
的
保
護
の
中
心
を
な
す
と
し
、
世
界
公
園
を
平
和
と
科
学
的
な
調
査
・
協
力
の
場
所
と
位
置
づ
け
る
。
鉱
物
条
約
の
交
渉
開
始

後
、
採
鉱
活
動
の
永
続
的
禁
止
と
世
界
公
圏
構
想
を
求
め
る
彼
ら
の
主
張
は
一
層
明
確
に
な
る
。
こ
の
構
想
を
含
む

N
G
O
の
包
括
的
条
約

(
U
A
)
 

案
は
す
で
に
八
四
年
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
に
提
示
さ
れ
、
翌
年
に
は
協
議
国
に
配
布
さ
れ
て
い
た
。

同
「
世
界
公
園
」
構
想

他
方
、
八
九
年
以
降
、
途
上
国
は
人
類
共
同
遺
産
の
概
念
に
代
替
す
る
「
世
界
公
園
」
構
想
を
支
持
す
る
よ
う
に
な
る
。
前
者
の

C
H
M

(
日
)

の
主
張
は
八

0
年
代
に
消
滅
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
か
つ
て
の
途
上
国
の
見
解
は
大
き
く
後
退
し
た
。
八
九
年
二
一
月
の
国
連
総
会
決
議

(
と
河
開

ω宇
品
、
}
区
切
)
は
、
南
極
を
「
自
然
保
留
地
ま
た
は
世
界
公
園
」
(
白

E
E
E
お
お
ヨ
向
。
円
と
そ
2
5
℃

Rr)
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

信
念
を
初
め
て
表
明
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
人
類
の
利
益
の
た
め
に
南
極
の
環
境
・
生
態
系
は
保
護
さ
れ
る
と
い
う
。
同
様
の
見
解

は
そ
の
後
も
表
明
さ
れ
た
。
そ
こ
に
共
通
す
る
基
本
認
識
は
、
つ
ぎ
の
四
点
で
あ
る
。
①
南
極
は
、
国
際
社
会
の
平
和
・
安
全
お
よ
び
科
学

調
査
の
み
な
ら
ず
、
地
球
環
境
と
く
に
地
球
気
候
の
条
件
に
及
ぼ
す
影
響
に
照
ら
し
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
。
②
し
た
が
っ
て
、
人
類
全
体

の
た
め
に
南
極
の
環
境
・
生
態
系
を
包
括
的
に
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
、
科
学
調
査
活
動
(
基
地
・
探
検
)
を
中
心
と
す
る
人
間

活
動
が
も
た
ら
す
南
極
へ
の
悪
影
響
は
防
止
ま
た
は
最
小
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
③
そ
の
た
め
に
、
人
類
全
体
の
利
益
を
考
慮
し
、

か
つ
完
全
な
道
守
と
執
行
を
確
保
で
き
る
新
た
な
条
約
が
す
べ
て
の
国
家
の
参
加
の
も
と
に
交
渉
・
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
④
さ

ら
に
、
南
極
を
自
然
保
留
地
ま
た
は
世
界
公
園
と
す
る
こ
と
は
人
類
利
益
の
た
め
の
南
極
保
護
に
通
じ
る
と
い
う
(
八
九
年
1
九
三
年
ま
で

の
国
連
総
会
総
会
事
。
こ
の
よ
う
に
、
途
上
国
は
か
つ
て
は
資
源
開
発
利
用
を
肯
定
し
そ
の
利
益
配
分
を
要
求
し
た
が
、
そ
の
後
、



野
生
動
植
物
の
価
値

(
3
E
0
3
2∞
S
宮
町
田
)
を
優
先
さ
せ
る
世
界
公
園
の
考
え
を
支
持
す
る
。
基
本
的
に
は
、
南
極
の
種
と
そ
の
生
息
環

(
幻
)

境
は
他
の
す
べ
て
の
要
因
に
優
位
す
る
特
別
の
美
的
か
つ
科
学
的
な
重
要
性
を
も
っ
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

世
界
公
園
の
構
想
は
さ
ら
に
、
同
時
期
に
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
た
。
さ
き
に
見
た
い
く
つ
か
の
環

境
破
壊
ケ

l
ス
の
あ
と
で
、
両
国
は
鉱
物
条
約
に
重
大
な
欠
陥
あ
り
と
す
る
姿
勢
を
初
め
て
公
に
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
首
相
(
冨

E
6
-
m
R
R門戸
)

は
当
初
、
南
極
鉱
物
資
源
レ
ジ
ー
ム
を
設
立
す
る
考
え
を
完
全
に
は
放
棄
せ
ず
に
、
む
し
ろ
条
約
改
善
の
た
め
の
再
交
渉
を
望
む
と
し
た
が
、

そ
の
後
、
増
大
す
る
環
境
ロ
ビ

l
活
動
を
静
め
る
た
め
に
八
八
年
鉱
物
条
約
の
支
持
を
撤
回
し
た
(
八
九
年
四
月
)
。
一
週
間
後
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
首
相
(
∞
各
国
恒
三
円
相
)
も
鉱
物
条
約
を
批
准
し
な
い
と
宣
言
し
た
。
当
初
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
外
務
大
臣
と
環
境
大
臣
は
鉱
物

条
約
が
環
境
保
護
の
唯
一
の
方
法
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
が
、
上
院
が
条
約
に
反
対
す
る
と
い
う
動
議
を
可
決
し
た
た
め
、
条
約
を
批
准

環境保護に関する南極条約システムの変容

し
な
い
と
し
た
(
同
五
月
)
。
次
い
で
、
両
国
の
共
同
声
明
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
H
フ
ラ
ン
ス
両
国
の
首
相
は
、
南
極
に
お
け
る
鉱
物
資
(
関
)

源
活
動
は
脆
弱
な
南
極
環
境
の
保
護
と
両
立
し
な
い
と
し
、
南
極
を
野
生
保
留
地

(
3
5
2
5
2
n
8
2
0
)
と
す
べ
き
で
あ
る
と
宣
言
し
た

(
同
八
月
)
。

こ
の
共
同
宣
言
に
よ
っ
て
、
鉱
物
条
約
は
発
効
し
え
な
い
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
鉱
物
条
約
の
発
効
に
は
右
の
両
国
を

含
む
、
す
べ
て
の
主
権
請
求
固
な

E
g
g
c
の
批
准
が
必
要
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
宣
言
を
受
け
て
、
イ
ン
ド
、
ベ
ル
ギ
ー
、
イ

タ
リ
ー
は
南
極
環
境
の
完
全
な
保
護
お
よ
び
世
界
公
圏
構
想
を
支
持
し
た
。
英
米
両
国
は
鉱
物
資
源
活
動
禁
止
に
強
く
反
対
し
た
が
、
英
国

囲
内
で
は
鉱
物
資
源
活
動
を
肯
定
す
る
法
案
が
労
働
党
率
い
る
下
院
で
否
決
さ
れ
た
。
米
国
議
会
で
は
鉱
物
条
約
反
対
の
決
議
案
が
上
下
両

院
に
提
出
さ
れ
、
上
院
で
の
鉱
物
条
約
の
批
准
に
先
立
ち
米
国
南
極
政
策
の
再
検
討
が
問
題
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
九
一
年
末
に
新
た
な
議

定
書
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
に
、

N
G
O
は
鉱
物
条
約
反
対
の
積
極
的
な
活
動
を
展
開
し
、
ソ
連
、
ス
ペ
イ
ン
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
H

フ
ラ
ン
ス
の
見
解
を
支
持
し
た
。
も
と
よ
り
、
英
米
両
国
の
採
鉱
活
動
容
認
の
姿
勢
に
基
本
的
な
変
化
は
な
か
っ
た
(
英
国

北法49(4・25)793



説

(
閉
山
)

は
鉱
物
条
約
署
名
国
の
な
か
で
唯
一
国
内
批
准
手
続
を
開
始
し
た
)
。
し
か
し
、
先
に
み
た
国
連
総
会
決
議
は
「
世
界
公
園
」
構
想
を
支
持

し
、
環
境
N
G
O
の
活
動
と
と
も
に
、
協
議
国
を
九
一
年
議
定
書
作
成
の
方
向
に
誘
導
す
る
要
因
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
(
な
お
、
あ

(ω) 

ら
ゆ
る
人
間
活
動
の
禁
止
を
合
意
す
る
と
い
う
理
由
で
総
会
決
議
は
完
全
な
支
持
を
得
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
)
。
こ
こ
で
議
定
書
交
渉
の

詳
細
に
触
れ
る
余
裕
は
な
い
が
、
英
米
両
国
は
採
鉱
活
動
の
一
時
的
停
止
を
認
め
る
と
こ
ろ
ま
で
譲
歩
し
(
九
一
年
初
め
て
日
本
は
鉱
物

(
引
)

資
源
活
動
禁
止
を
支
持
す
る
と
表
明
し
た
(
九
一
年
四
月
)
。
か
く
し
て
、
九
一
年
議
定
書
が
作
成
さ
れ
た
。

北法49(4・26)794

論

南
極
条
約
の
環
境
保
護
に
関
す
る
議
定
書

九
一
年
議
定
書
に
よ
れ
ば
、
南
極
は
「
平
和
と
科
学
に
貢
献
す
る
自
然
保
護
区
域
」
(
由

E
E
E
B回
目
当
刊
号

S
R色
S
宮
即
日
吉
弘
田
口
ぽ
ロ
円
四
)

で
あ
り
、
南
極
環
境
・
生
態
系
の
包
括
的
保
護
は
人
類
全
体
の
利
益
に
適
う
と
さ
れ
る
(
二
条
、
前
文
、
四
条
参
照
)
。
①
「
平
和
と
科
学
」

に
言
及
す
る
こ
と
か
ら
、
五
九
年
条
約
に
基
づ
く
南
極
秩
序
の
政
治
的
安
定
が
前
提
で
あ
る
。
議
定
書
自
ら
、
南
極
条
約
(
体
制
)
を
強
化

(
補
足
)
す
る
こ
と
を
意
図
し
、
南
極
に
お
け
る
す
べ
て
の
活
動
が
南
極
条
約
の
目
的
及
び
原
則
と
一
致
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
と
い
う

(
前
文
)
。
②
さ
ら
に
、
議
定
書
は
五
九
年
以
降
の
南
極
条
約
体
制
に
基
づ
く
環
境
保
護
の
範
囲
を
拡
大
し
改
善
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
南
極

の
海
洋
生
物
資
源
保
存
条
約
の
保
全
原
則
を
再
確
認
」
し
、
同
時
に
、
締
約
国
は
南
極
環
境
と
生
態
系
を
保
護
す
る
必
要
か
ら
、
南
極
を

(
位
)

「
自
然
保
護
区
域
」
と
し
て
指
定
す
る
(
前
文
)
。
そ
れ
を
「
世
界
公
園
」
と
は
呼
ば
な
い
。
議
定
書
の
適
用
範
囲
は
「
氷
だ
な
を
含
む
南

緯
六
O
度
以
南
の
地
域
」
に
確
定
さ
れ
る
の
で
、
議
定
書
は
そ
れ
に
先
行
す
る
す
べ
て
の
南
極
関
連
の
諸
条
約
や
拘
束
力
あ
る
諸
勧
告
に
当

然
か
つ
自
動
的
に
と
っ
て
替
わ
る
も
の
で
は
な
い
(
四
条
)
。
議
定
書
の
適
用
範
囲
(
一
条
)
か
ら
除
外
さ
れ
る
地
域
(
海
域
)
を
対
象
と

(
臼
)

す
る
条
約
は
、
現
在
な
お
有
効
で
あ
る
(
南
極
ア
ザ
ラ
シ
保
全
条
約
お
よ
び
南
極
海
洋
生
物
資
源
保
存
条
約
)
。
ボ
グ
ラ
1

2
・〈
a
H
R
)

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
生
態
系
保
護
の
原
則
は
(
鉱
物
)
資
源
開
発
の
回
避
を
通
し
て
幾
分
は
前
進
し
た
」
が
、
し
か
し
海
洋
生
物
資
源

2 



(
似
)

に
同
じ
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
に
は
な
お
時
聞
が
必
要
で
あ
る
。
(
未
発
効
の
鉱
物
資
源
活
動
規
制
条
約
(
八
八
年
)
と
の
関
係
に
つ
い

環境保護に関する南極条約システムの変容

て
は
後
述
す
る
。
)

川
議
定
書
の
特
色
と
締
約
国
の
一
般
的
な
義
務

議
定
書
は
、
つ
ぎ
の
コ
一
点
に
お
い
て
従
来
の
規
制
内
容
と
異
な
る
。
第
一
に
、
議
定
書
は
、
公
的
・
私
的
を
問
わ
ず
、
南
極
に
お
け
る
す

べ
て
の
活
動
を
規
律
す
る
(
広
範
性
)
。
鉱
物
資
源
活
動
、
科
学
調
査
(
地
球
環
境
研
究
も
含
む
)
と
観
光
事
業
活
動
が
そ
の
主
た
る
対
象

で
あ
る
。
氷
の
取
得
は
除
外
さ
れ
る
。
第
一
一
に
、
議
定
書
は
、
現
行
の
関
連
諸
条
約
と
異
な
り
、
も
つ
ば
ら
南
極
の
環
境
・
生
態
系
の
保
護

に
重
点
を
お
く
(
包
括
性
)
。
八
八
年
条
約
は
鉱
物
資
源
開
発
と
い
う
特
定
活
動
と
環
境
・
生
態
系
保
護
の
両
立
を
条
件
に
当
該
活
動
を
規

制
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
議
定
書
は
後
者
を
優
先
的
な
価
値
と
し
、
あ
ら
ゆ
る
タ
イ
プ
の
人
間
活
動
を
規
律
す
る
。
第
一
一
一
に
、
議
定
書
は
現

行
の
関
連
条
約
よ
り
も
厳
格
な
環
境
保
護
を
要
求
す
る
(
厳
格
性
)
。
右
の
環
境
優
位
の
原
則
に
よ
っ
て
、
科
学
調
査
を
除
く
鉱
物
資
源
活

(
日
)

動
は
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
(
七
条
)
。
こ
れ
は
鉱
物
条
約
の
全
面
否
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
向
転
換
を
促
し
た
背
景
に
つ
い
て
は

す
で
に
述
べ
た
。

鉱
物
資
源
活
動
を
除
く
す
べ
て
の
活
動
は
、
ゴ
一
条
の
「
環
境
原
則
」
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
締
約
国
は
特
定
の
環
境
影
響

を
一
般
的
に
回
避
し
抑
止
す
る
よ
う
に
行
動
を
計
画
・
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
議
定
書
(
お
よ
び
附
属
書
)
は
、
考
慮

す
べ
き
環
境
上
の
価
値
を
特
定
し
、
か
つ
回
避
す
べ
き
悪
影
響
を
列
挙
す
る
。
こ
れ
ら
の
環
境
要
因
は
、
気
候
、
大
気
、
水
質
、
種
な
ど
へ

の
悪
影
響
か
ら
南
極
の
環
境
・
生
態
系
お
よ
び
自
然
の
ま
ま
の
価
値
(
原
生
地
域
と
し
て
の
価
値
、
美
的
価
値
、
科
学
研
究
活
動
の
場
と
し

て
の
価
値
を
含
む
)
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
、
科
学
調
査
・
基
地
活
動
と
関
連
の
軍
事
要
員
・
備
品
の
使
用
、
観
光
事
業
お
よ

び
探
検
活
動
が
こ
れ
ら
の
原
則
を
考
慮
し
な
い
場
合
に
は
、
活
動
(
計
画
段
階
を
含
む
)
は
修
正
、
停
止
、
ま
た
は
撤
回
さ
れ
る
。
さ
ら
に

締
約
国
は
予
見
で
き
る
影
響
を
検
証
し
た
り
、
予
見
で
き
な
い
影
響
を
発
見
す
る
た
め
に
、
諸
活
動
を
「
定
期
的
か
つ
効
果
的
に
」
モ
ニ
タ
ー

北j去49(4・27)795



説

(ω) 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
以
上
、
三
条
)
。

北法49(4・28)796

自命

そ
の
他
の
一
般
的
な
義
務
と
し
て
、
通
報
、
緊
急
事
態
へ
の
対
応
、
協
力
、
協
議
の
義
務
が
あ
る
(
一
三

1
一
七
条
、
六
条
)
。
締
約
国

は
相
互
に
議
定
書
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
の
立
法
・
行
政
措
置
と
執
行
措
置
、
そ
し
て
違
反
活
動
を
阻
止
す
る
た
め
の
努
力
措
置
を
通
報
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
年
次
報
告
書
お
よ
び
査
察
報
告
書
は
関
係
固
な
い
し
条
約
機
関
に
送
付
さ
れ
る
。
環
境
上
の
緊
急
事
態
に
つ
い
て
も
、

締
約
国
は
他
の
す
べ
て
の
締
約
国
に
迅
速
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
締
約
国
は
ま
た
、
事
故
に
対
処
す
る
た
め
の
緊
急
計
画
を
立
案

し
、
実
際
の
緊
急
事
態
に
迅
速
か
つ
実
効
的
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
締
約
国
は
南
極
活
動
の
計
画
お
よ
び
実
施
に
つ
い

て
協
力
す
る
義
務
を
負
う
。
こ
の
活
動
に
は
環
境
保
護
に
関
す
る
科
学
研
究
と
環
境
影
響
評
価
が
含
ま
れ
る
。
累
積
的
な
悪
影
響
を
回
避
す

る
た
め
に
将
来
の
基
地
そ
の
他
の
施
設
の
設
置
場
所
の
選
択
に
つ
い
て
、
締
約
国
は
他
の
締
約
国
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

凶
環
境
保
護
委
員
会

環
境
保
護
委
員
会

(
E
B
B
-宮
町
内
2
E
2
8ロ
B

2包
句

8
R
3
5
R
口
出
)
は
、
協
議
国
会
議
は
別
と
し
て
、
議
定
書
(
附
属
書
)
の
実
施

に
関
与
す
る
唯
一
の
機
関
で
あ
る
。
議
定
書
の
締
約
国
は
、
こ
の
新
設
機
関
の
メ
ン
バ
ー
と
な
る
。
議
定
書
の
非
締
約
国
で
、
南
極
条
約
の

締
約
国
で
あ
る
す
べ
て
の
国
は
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
の
地
位
を
有
す
る
。

C
E
P
の
任
務
は
、
議
定
書
道
守
の
監
視
で
あ
る
が
、
独
立
し
た
役
割

や
義
務
的
な
執
行
手
段
を
も
た
な
い
。

C
E
P
は
む
し
ろ
補
助
的
ま
た
は
諮
問
的
な
機
関
と
し
て
、
協
議
国
会
議
に
よ
る
検
討
の
た
め
に
、

議
定
書
(
附
属
書
)

の
運
用
・
実
施
に
関
し
て
締
約
国
に
助
言
と
勧
告
を
行
う
(
以
上
、

一一

1
二
一
条
)
。
か
か
る

C
E
P
の
限
定
さ
れ

た
機
能
に
は
批
判
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
環
境
影
響
評
価
に
お
け
る

C
E
P
の
役
割
は
最
終
段
階
で
の
コ
メ
ン
ト
提
出

に
限
定
さ
れ
る
が
、
影
響
評
価
の
内
容
・
活
動
と
議
定
書
の
両
立
性
に
関
す
る
強
い
権
限
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
(
附
属
書

I
参
照
)
。

保
護
地
域
の
提
案
、
同
地
域
の
管
理
計
画
の
作
成
に
つ
い
て
も
同
様
の
批
判
が
あ
る
(
附
属
書
V
参
照
)
。
し
か
し
、
議
定
書
は

C
E
P
に

(
灯
)

そ
の
よ
う
な
役
割
・
権
限
を
認
め
な
い
。



3 

附
属
書
に
よ
る
規
律

環境保護に関する南極条約システムの変容

議
定
書
と
一
体
を
な
す
も
の
と
し
て
、
五
つ
の
附
属
書
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
科
学
研
究
や
科
学
基
地
の
建
造
と
い
う
伝
統

的
な
南
極
活
動
の
み
な
ら
ず
、
多
様
な
非
政
府
活
動
が
具
体
的
か
つ
詳
細
に
規
律
さ
れ
る
。
(
観
光
事
業
活
動
(
円
。
豆
回
日
)
に
関
す
る
第
六

の
附
属
書
の
作
成
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
)
以
下
、
附
属
書
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

ω環
境
影
響
評
価
(
附
属
書
I
)

締
約
国
の
す
べ
て
の
活
動
は
、
新
規
の
活
動
で
あ
る
か
現
行
活
動
の
変
更
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
こ
の
附
属
書
に
定
め
る
環
境
影
響
評
価

(
E
I
A
)
お
よ
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
手
続
に
し
た
が
う
(
議
定
書
八
条
)
。
こ
の
手
続
は
予
想
さ
れ
る
環
境
影
響
を
一
一
一
段
階
に
分
類
す
る
。

①
締
約
国
が
活
動
開
始
前
に
そ
の
「
適
切
な
」
囲
内
手
続
に
よ
っ
て
、
計
画
活
動
か
ら
生
じ
る
環
境
影
響
を
「
軽
微
ま
た
は
一
時
的
以
下
」

と
判
断
す
る
場
合
に
は
、
活
動
を
直
ち
に
実
施
で
き
る
。
②
そ
れ
以
上
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
提
案
活
動
、
そ
の
代
替
案
、
予

想
さ
れ
る
影
響
(
累
積
的
影
響
を
含
む
)
を
記
述
す
る
初
期
環
境
評
価
書

(
I
E
E
)
を
作
成
し
、
影
響
が
「
軽
微
ま
た
は
一
時
的
に
す
ぎ

な
い
」
こ
と
が
判
明
す
る
な
ら
ば
、
影
響
の
評
価
・
検
証
(
監
視
)
の
実
施
を
条
件
に
当
該
活
動
を
実
施
で
き
る
。
③
I
E
E
(ま
た
は
他

の
方
法
)
に
よ
っ
て
影
響
が
「
軽
微
ま
た
は
一
時
的
以
上
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
締
約
国
は
、
予
想
さ
れ
る
変
化
・
影
響
を
予
測
す
る
た
め
に

使
用
し
た
手
段
・
資
料
を
提
示
し
て
、
予
想
さ
れ
る
影
響
の
性
質
・
範
囲
・
期
間
と
頻
度
、
間
接
的
・
二
次
的
な
影
響
を
記
述
す
る
一
層
詳

細
な
包
括
的
環
境
評
価
書

(
C
E
E
)
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

C
E
E
草
案
は
す
べ
て
の
締
約
国
と
委
員
会
に
送
付
さ
れ
、
委
員

会
の
助
言
に
基
づ
く
協
議
国
会
議
の
「
検
討
」

(
n
g
E
q
g
gロ
)
が
な
さ
れ
る
ま
で
、
当
該
活
動
を
行
う
と
い
う
締
約
国
(
活
動
計
画
国
)

の
「
最
終
的
な
決
定
」

(
m
g
ζ
0
2
5ロ
)
は
許
さ
れ
な
い
(
三
条
五
)
。
ま
た
、

C
E
E
手
続
完
了
後
に
活
動
を
実
施
す
る
締
約
国
は
、
環

境
指
標
を
適
切
に
モ
ニ
タ
ー
す
る
義
務
を
負
う
(
五
条
一
)
。
し
か
し
、
協
議
国
会
議
が
活
動
の
実
施
を
許
す
か
否
か
(
修
正
を
含
む
)
を

「
最
終
的
に
」
決
定
し
う
る
か
は
、
附
属
室
田
の
条
文
か
ら
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
附
属
書
(
四
条
)
は
決
定
主
体
お
よ
び
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決
定
の
最
終
性
に
つ
い
て
明
示
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
活
動
実
施
に
関
す
る
最
終
決
定
権
は
協
議
国
会
議
に
付
与
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る

(ω) 

解
釈
(
学
説
)
が
有
力
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
環
境
影
響
が
軽
微
ま
た
は
一
時
的
な
影
響
を
上
回
る
活
動
に
つ
い
て
、
協
議
国
会
議
は

ヲ'b.
a岡

拒
否
権
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
(
も
と
よ
り
、
附
属
書
三
l
四
条
の
解
釈
を
は
な
れ
て
、
協
議
国
会
議
は
条
約
シ
ス
テ
ム
の
義
務
違
反

(
初
)

に
つ
い
て
特
定
の
措
置
を
と
る
一
般
的
な
権
限
を
有
す
る
。
議
定
書
一

O
条
一
川
に
よ
る
全
会
一
致
。
)

こ
の
よ
う
な
影
響
評
価
手
続
の
欠
陥
は
(
協
議
国
会
議
が
最
終
決
定
権
を
も
っ
と
仮
定
し
て
も
)
、
①
「
軽
微
ま
た
は
一
時
的
な
」
影
響

で
あ
る
か
否
か
の
判
断
(
入
り
口
決
定
)
が
、
活
動
開
始
を
望
む
締
約
国
の
国
内
手
続
に
左
右
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
同
様
に
、

C
E
E
に
つ

い
て
は
委
員
会
と
協
議
国
会
議
に
よ
っ
て
検
討
(
決
定
)
さ
れ
る
が
、
締
約
国
の
判
断
に
よ
る

I
E
E
次
第
で
活
動
が
実
施
さ
れ
う
る
。
②

C
E
E
に
つ
い
て
は
草
案
送
付
の
義
務
と
公
的
コ
メ
ン
ト
の
機
会
(
締
約
国
の
意
見
お
よ
び
委
員
会
の
助
一
一
百
)
が
認
め
ら
れ
る
が
、

I
E
E

に
つ
い
て
、
締
約
国
は
他
の
締
約
国
と
委
員
会
へ
の

I
E
E
リ
ス
ト
の
送
付
を
要
求
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

凶
南
極
動
植
物
相
の
保
存
(
附
属
書
E
)

(
れ
)

こ
の
附
属
書
は
動
植
物
へ
の
ア
ク
セ
ス
お
よ
び
妨
害
を
規
律
し
、
許
可
制
度
に
よ
っ
て
原
産
動
植
物
の
捕
獲
・
有
害
な
干
渉
を
禁
止
す
る
。

①
締
約
国
の
許
可
証
の
発
給
は
、
科
学
的
研
究
や
博
物
館
な
ど
の
施
設
に
標
本
を
提
供
す
る
場
合
、
ま
た
は
科
学
活
動
や
設
備
の
建
設
・
運

営
に
と
っ
て
避
け
ら
れ
な
い
場
合
な
ど
に
限
ら
れ
る
(
附
属
書
H
・
三
条
)
。
②
南
極
に
固
有
で
な
い
動
植
物
を
南
極
に
持
ち
込
む
こ
と
は
、

許
可
の
な
い
限
り
、
禁
止
さ
れ
る
(
同
四
条
)
。
③
さ
ら
に
情
報
交
換
お
よ
び
通
報
の
義
務
が
あ
る
。
締
約
国
は
南
極
で
毎
年
捕
獲
・
採
取

さ
れ
る
南
極
原
産
の
ほ
乳
類
、
鳥
類
ま
た
は
植
物
の
年
間
捕
獲
・
採
取
量
一
、
各
種
の
個
体
数
に
関
す
る
情
報
を
交
換
し
、
環
境
保
護
委
員
会

(
同
六
条
)
。

と
他
の
締
約
国
に
通
報
さ
れ
る

同
廃
棄
物
の
処
分
と
管
理
(
附
属
書
阻
)

こ
の
附
属
書
に
よ
っ
て
、
締
約
国
は
、
実
行
可
能
な
限
り
、
南
極
環
境
へ
の
影
響
を
最
小
化
す
る
よ
う
に
南
極
で
の
廃
棄
物
処
分
を
滅
ら
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し
、
か
つ
南
極
か
ら
廃
棄
物
を
除
去
す
べ
き
一
般
的
な
義
務
を
負
う
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
義
務
は
人
命
の
安
全
、
船
舶
・
航
空
機
な
ど

の
高
価
な
施
設
・
資
機
材
の
安
全
に
関
す
る
緊
急
の
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
附
属
書
の
欠
陥
は
、
海
洋
環
境
の
浄
化
能
力
の
考
慮
を
条

件
と
す
る
に
せ
よ
、
汚
水
と
生
活
に
よ
る
液
体
廃
棄
物
の
直
接
の
海
洋
投
棄
を
許
す
点
で
あ
る
(
以
上
、
附
属
書
面
一
条
二
、
一
二
条
一
、

五
条
二
。
さ
ら
に
、
実
体
的
義
務
と
は
別
に
、
廃
棄
物
に
関
す
る
「
情
報
提
供
と
記
録
」
の
制
度
が
設
け
ら
れ
る
。
締
約
国
は
南
極
に
お

け
る
活
動
用
キ
ャ
ン
プ
、
国
定
基
地
ま
た
は
船
舶
か
ら
の
廃
棄
物
に
つ
い
て
年
次
管
理
計
画
(
削
減
、
貯
蔵
、
処
理
を
含
む
)
を
準
備
し
一

般
的
に
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
締
約
国
は
ま
た
、
過
去
に
廃
棄
物
処
分
が
行
わ
れ
た
活
動
地
の
目
録
を
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
以
上
、
同
人
条
二
、
五
条
三
)
。

凶
海
洋
汚
染
の
防
止
(
附
属
書
W
)

附
属
書
W
は
、
船
舶
に
よ
る
南
極
の
海
洋
環
境
の
汚
染
を
規
制
す
る
。
締
約
国
は
、
自
国
船
舶
か
ら
の
排
出
規
制
措
置
を
設
け
る
義
務
を

負
う
。
①
最
も
強
い
措
置
と
し
て
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
そ
の
他
す
べ
て
の
廃
物
の
海
洋
投
入
処
分
の
絶
対
的
禁
止
が
要
求
さ
れ
、
特
に
石

油
運
搬
船
に
つ
い
て
は
、
海
洋
汚
染
の
緊
急
事
態
に
対
応
す
る
緊
急
計
画
の
作
成
と
緊
急
汚
染
に
対
処
す
る
協
力
行
動
が
求
め
ら
れ
る
(
以

上
、
附
属
書

W
五
条
一

1
二
、
一
二
条
一

1
二
)
o

②
そ
の
他
の
排
出
及
び
処
分
に
対
す
る
規
制
は
弱
い
。
た
と
え
ば
、
船
舶
ま
た
は
そ
の

設
備
の
損
傷
に
起
因
す
る
油
ま
た
は
油
性
混
合
物
の
海
洋
排
出
は
、
合
理
的
な
予
防
措
置
を
条
件
に
許
さ
れ
る
。
有
害
液
体
物
質
の
排
出
は

原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
が
、
海
洋
環
境
に
有
害
な
物
質
を
大
量
ま
た
は
高
濃
度
で
排
出
し
た
場
合
に
か
ぎ
る
。
食
糧
廃
棄
物
の
海
洋
処
分

は
、
粉
砕
・
圧
搾
装
置
に
よ
っ
て
処
分
さ
れ
、
か
つ
陸
地
(
ま
た
は
氷
棚
)
か
ら
一
一
一
カ
イ
リ
以
上
離
れ
た
地
点
で
処
分
さ
れ
る
な
ら
ば
許

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
船
舶
・
乗
組
員
の
安
全
ま
た
は
海
洋
に
お
け
る
人
命
救
助
の
緊
急
の
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な
い

環境保護に関する南極条約システムの変容

三
条
二
、
四
条
、
五
条
三
、
七
条
)
0

こ
の
附
属
書
の
実
効
性
を
損
な
う
の
が
、
主
権
免
除
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
政
府
船
舶
は
こ
の
附
属
書
の
適
用
を
う
け
な
い
。
締
約
国
は
、

(
以
上
、
同
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か
か
る
船
舶
が
適
切
か
つ
実
行
可
能
な
範
囲
で
こ
の
附
属
書
に
抵
触
せ
ず
に
行
動
す
る
よ
う
に
、
自
ら
所
有
ま
た
は
運
行
す
る
船
舶
に
対
し

きふ
"冊

(
一
一
条
こ
。
南
極
に
お
け
る
輸
送
作
業
は
通
常
、
政
府
船
舶
に
よ
っ
て
行
わ

(η) 

れ
る
現
実
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
規
定
は
上
記
の
海
洋
汚
染
防
止
規
定
の
適
用
範
囲
を
相
当
に
制
限
す
る
こ
と
に
な
る
。

同
地
域
保
護
と
管
理
(
附
属
書
V
)

附
属
書

V
は
、
二
つ
の
特
別
保
護
地
域
を
設
け
る
。
①
締
約
国
が
指
定
す
る

A
S
P
A
(
「
南
板
特
別
保
護
地
域
」
)
の
制
度
に
よ
っ
て
顕

著
な
環
境
的
、
科
学
的
、
歴
史
的
、
美
的
も
し
く
は
原
生
的
な
価
値
、
実
施
中
も
し
く
は
計
画
さ
れ
て
い
る
科
学
調
査
が
保
護
さ
れ
る
。

A

て
適
切
な
措
置
を
と
る
よ
う
に
要
求
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い

(
南
極
特
別
管
理
地
域
)
は
、
活

s
p
A
へ
の
立
ち
入
り
は
許
可
に
よ
る
場
合
を
除
い
て
禁
止
さ
れ
る
。
②
締
約
国
が
指
定
す
る

A
S
M
A

動
の
計
画
・
調
整
、
将
来
紛
争
の
防
止
、
締
約
国
間
の
協
力
改
善
、
環
境
影
響
の
最
小
化
を
目
的
と
す
る
。

A
S
M
A
へ
の
立
ち
入
り
に
は

許
可
を
要
し
な
い
が
、
行
動
綱
領
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
以
上
、
附
属
書
V
三
1
四
条
)
。

こ
れ
ら
二
つ
の
場
所
の
指
定
案
に
は
、
管
理
計
画
の
提
出
が
要
求
さ
れ
、
特
別
な
保
護
・
管
理
を
必
要
と
す
る
価
値
、

A
S
P
A
へ
の
ア

ク
セ
ス
と
活
動
が
許
可
さ
れ
る
条
件
、

A
S
M
A
の
行
動
綱
領
な
ど
が
詳
細
に
記
述
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
環
境
保
護
委
員
会
は
管
理

計
画
に
つ
い
て
協
議
国
会
議
に
助
言
し
、
同
会
議
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
管
理
計
画
を
採
択
す
る
。
管
理
計
画
は
必
要
に
応
じ
て
改
訂
さ
れ
、

ま
た
五
年
ご
と
に
見
直
し
が
行
わ
れ
る
。
各
締
約
国
は

A
S
P
A
の
管
理
計
画
に
し
た
が
う
場
合
に
の
み
、
自
国
民
の
立
ち
入
り
と
活
動
を

許
可
で
き
る
。
要
す
る
に
、

A
S
P
A
-
A
S
M
A
を
指
定
す
る
締
約
国
は
、
環
境
保
護
委
員
会
と
協
議
国
会
議
の
事
前
承
認
を
え
た
管
理

計
画
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ら
地
域
の
環
境
保
護
に
責
任
を
負
う
(
同
五
条
一
、
六
条
一
、
六
条
三
、
七
条
こ
。

議
定
書
の
履
行
確
保

(
ね
)

議
定
書
は
、
年
次
報
告
の
提
出
、
査
察
と
紛
争
解
決
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

4 
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川
年
次
報
告

締
約
国
は
議
定
書
の
実
施
措
置
に
関
す
る
報
告
書
を
す
べ
て
の
締
約
固
と
委
員
会
に
送
付
す
る
義
務
を
負
い
、
こ
れ
は
協
議
国
会
議
で
審

議
さ
れ
、
か
つ
一
般
に
利
用
可
能
な
も
の
と
さ
れ
る
(
一
七
条
)
。

∞
査
察
の
手
続

(
引
け
)

協
議
国
は
自
国
民
を
査
察
の
監
視
員
と
し
て
指
名
で
き
る
(
五
九
年
南
極
条
約
七
条
三
と
同
様
)
。
さ
ら
に
協
議
国
会
議
は
、
そ
の
手
続

で
新
し
い
種
類
の
監
視
員
を
指
名
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
個
別
的
あ
る
い
は
集
団
の
監
視
員
に
よ
る
査
察
は
、
協
議
国
の
積
極
的
な
義
務
で
あ

る
こ
四
条
一
)
。
後
者
の
詳
細
な
手
続
規
定
は
な
い
が
、
こ
れ
を
実
現
し
て
環
境
分
野
に
お
け
る
国
際
監
視
制
度
を
導
入
す
る
必
要
が
あ

る
。
査
察
後
に
作
成
さ
れ
る
べ
き
査
察
報
告
書
も
注
目
さ
れ
る
。
報
告
書
は
違
反
の
疑
い
の
あ
る
締
約
固
に
対
し
て
、
そ
の
コ
メ
ン
ト
を
付

す
る
機
会
を
与
え
る
た
め
に
送
付
さ
れ
、
協
議
国
会
議
の
検
討
の
た
め
に
、
す
べ
て
の
協
議
国
と
環
境
保
護
委
員
会
に
配
布
さ
れ
、
最
終
的

環境保護に関する南極条約システムの変容

に
公
表
さ
れ
る
(
一
四
条
四
)
。
こ
の
報
告
書
は
道
守
に
関
す
る
情
報
源
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

ω議
定
書
に
も
と
づ
く
紛
争
解
決

議
定
書
は
二
種
類
の
紛
争
解
決
手
続
を
設
け
る
。
①
議
定
書
の
解
釈
ま
た
は
適
用
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
か
の
当
事
国
の

要
請
で
、
当
事
国
は
平
和
的
解
決
の
た
め
の
協
議
を
行
う
義
務
を
負
う
(
一
八
条
)
。
②
第
二
の
手
続
は
、
①
の
協
議
手
続
を
利
用
し
た
後

に
一
方
の
当
事
国
の
要
請
で
発
動
さ
れ
、
特
定
の
紛
争
(
鉱
物
資
源
活
動
の
禁
止
、
環
境
影
響
評
価
、
緊
急
事
態
対
処
、
議
定
書
の
履
行
、

附
属
書
の
解
釈
・
適
用
)
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
(
一
九
1
二
O
条
)
。
各
締
約
国
は
、
議
定
書
の
批
准
時
に
、
②
の
手
続
に
よ
る
紛
争
解

決
の
た
め
に
、
議
定
書
が
設
け
る
仲
裁
裁
判
所
も
し
く
は

I
C
Jの
い
ず
れ
か
(
ま
た
は
両
者
)
を
受
諾
す
る
旨
を
宣
言
で
き
る
。
宣
言
を

行
わ
な
い
締
約
国
は
仲
裁
裁
判
所
の
権
限
を
受
諾
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
紛
争
当
事
国
が
同
一
の
裁
判
所
を
受
諾
し
た
と
き
は
そ
こ
に
紛

争
が
付
託
さ
れ
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
仲
裁
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
る
(
一
九
条
。
)
こ
の
よ
う
な
紛
争
の
義
務
的
解
決
は
、
国
際
的
な
査
察
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説

制
度
と
と
も
に
、
議
定
書
の
執
行
を
確
保
す
る
価
値
あ
る
手
段
と
な
り
う
る
。
と
く
に
議
定
書
が
予
定
す
る
仲
裁
裁
判
に
よ
る
解
決
は
、
国

(
布
)

際
環
境
法
分
野
に
お
け
る
新
た
な
方
式
で
あ
り
、
そ
の
活
用
が
期
待
さ
れ
る
。

論

お
わ
り
に

九
一
年
議
定
書
は
、
南
極
の
環
境
と
生
態
系
の
包
括
的
保
護
を
締
約
国
の
義
務
と
し
(
二
条
)
、
鉱
物
資
源
活
動
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、

科
学
研
究
計
画
、
探
検
、
基
地
活
動
、
観
光
事
業
活
動
な
ど
、
す
べ
て
の
人
間
活
動
を
規
律
す
る
一
般
的
な
枠
組
み
を
提
供
す
る
も
の
で
あ

る
。
上
述
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
活
動
の
計
画
お
よ
び
実
施
の
段
階
で
環
境
影
響
評
価
を
要
求
し
(
附
属
書
I
)
、
そ
の
際
、
南
極
の

環
境
価
値
(
生
物
学
的
・
歴
史
的
・
美
的
価
値
な
ど
)
は
、
締
約
国
が
考
慮
す
べ
き
基
本
的
要
因
と
さ
れ
る
(
三
条
)
。
さ
ら
に
締
約
国
は
、

進
行
中
の
活
動
か
ら
生
じ
る
影
響
の
み
な
ら
ず
、
予
見
し
え
な
い
影
響
を
発
見
す
る
た
め
の
定
期
的
・
実
効
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
要
求
さ

れ
る
。鉱
物
条
約
と
比
較
す
る
と
き
、
回
避
さ
れ
る
べ
き
環
境
の
悪
影
響
や
重
大
変
化
の
範
囲
が
一
般
的
・
抽
象
的
に
定
義
さ
れ
、
そ
れ
ら
悪
影

響
の
存
否
が
第
一
次
的
に
は
締
約
国
の
個
別
判
断
に
任
さ
れ
る
が
、
事
後
に
条
約
機
関
の
「
検
討
」
に
服
す
る
点
に
お
い
て
(
鉱
物
条
約
の

活
動
実
施
規
制
と
議
定
書
の

C
E
E
手
続
)
、
両
者
の
聞
に
大
き
な
差
異
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
附
属
書
の
解
釈
上
、
協
議
国
会
議
が
活
動

の
実
施
を
許
可
す
る
「
決
定
」
権
を
有
す
る
か
ど
う
か
は
不
明
確
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
議
定
書
は
鉱
物
条
約
に
比
べ
て
後
退
し
て
い

(
m
m
)
 

る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
協
議
国
会
議
は
、
議
定
書
の
一
般
的
な
環
境
原
則
(
三
条
)
と
両
立
し
な
い
個
々
の
活
動
に
対
し
て
、
そ
の

履
行
確
保
の
た
め
に
(
活
動
の
取
消
・
修
正
を
含
む
)
特
定
の
措
置
を
と
り
う
る
(
一

O
条
)
0

三
条
の
一
般
的
な
環
境
価
値
と
悪
影
響
の

解
釈
・
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
属
書
の
修
正
・
追
加
(
八
条
)
に
よ
る
具
体
化
が
考
え
ら
れ
る
。
環
境
影
響
評
価
を
除
く
現
行
の
附
属
書
で

北法49(4・34)802



は
、
禁
止
事
項
が
特
定
さ
れ
(
動
植
物
の
捕
獲
・
持
ち
込
み
、
廃
棄
物
処
分
、
海
洋
汚
染
)
、
締
約
国
に
よ
る
管
理
計
画
の
提
示
お
よ
び
条

約
(
議
定
書
)
機
関
に
よ
る
計
画
内
容
の
検
討
が
予
定
さ
れ
て
い
る
(
廃
棄
物
処
分
、
地
域
保
護
)
。
さ
ら
に
集
団
的
・
定
期
的
な
査
察
制

度
を
導
入
し
、
か
つ
査
察
報
告
書
と
義
務
的
な
紛
争
解
決
手
続
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
具
体
的
ケ
l
ス
に
お
け
る
一
般
原
則
の
明
確
化
が
期

待
で
き
る
。

環境保護に関する南極条約システムの変容

各
附
属
書
に
は
上
述
の
よ
う
な
欠
陥
が
あ
り
、
議
定
書
に
つ
い
て
も
環
境
保
護
委
員
会
の
権
限
の
範
囲
や
非
締
約
国
に
対
す
る
執
行
の
可

(η) 

能
性
な
ど
、
い
く
つ
か
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
南
極
に
お
け
る
人
間
活
動
全
般
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
環
境
影
響

を
防
止
し
管
理
す
る
議
定
書
の
試
み
は
、
人
間
と
自
然
環
境
・
生
態
系
の
共
生
な
い
し
調
和
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
画
期
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で

あ
る
。
九
一
年
議
定
書
は
、
(
海
洋
生
物
資
源
は
別
と
し
て
)
南
極
条
約
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
資
源
主
義
(
円

2
2
5盟
国
)
か
ら
地
球
保
護
、
王

(
刊
日
)

義
(
開
問
苧
℃
号
室
百
回
)
へ
の
転
換
を
は
か
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
南
極
条
約
シ
ス
テ
ム
は
、
今
や
政
治
・
経
済
的
価
値
以
外
に
環
境
価

(
乃
)

値
を
積
極
的
に
組
み
込
む
段
階
に
入
っ
た
と
い
え
よ
う
。
南
極
環
境
・
生
態
系
の
保
護
が
人
類
全
体
の
利
益
で
あ
る
と
い
う
一
般
的
な
確
信

(
初
)

は
少
な
か
ら
ず
、
南
極
が
地
球
環
境
問
題
の
解
決
の
場
で
あ
る
と
い
う
実
践
的
要
請
(
前
文
)
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ

の
意
味
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
地
球
環
境
に
関
す
る
科
学
活
動
が
今
後
、
議
定
書
の
包
括
的
規
制
の
枠
内
で
実
際
に
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ

(
幻
)

る
の
か
、
そ
の
国
家
実
行
が
注
目
さ
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
九
一
年
議
定
書
(
九
八
年
発
効
)
と
八
八
年
鉱
物
条
約
(
未
発
効
)
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
る
な
ら
ば
、
議
定
書
に
お
け
る
鉱

物
資
源
活
動
の
禁
止
(
七
条
)
は
つ
ぎ
の
二
つ
の
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
解
除
で
き
る
。
一
つ
は
、
す
べ
て
の
協
議
国
の
合
意
が
あ
れ

ば
、
い
つ
で
も
議
定
書
は
修
正
・
改
正
で
き
る
。
第
二
に
、
議
定
書
の
発
効
後
五
O
年
が
経
過
す
る
な
ら
ば
、
い
ず
れ
か
の
協
議
国
の
要
請

で
議
定
書
検
討
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
こ
の
会
議
で
議
定
書
の
修
正
・
改
正
が
採
択
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
採
択
に

は
つ
ぎ
の
条
件
が
付
さ
れ
る
。
①
修
正
・
改
正
案
は
、
議
定
書
採
択
時
の
協
議
国
の
四
分
の
三
を
含
む
締
約
国
の
過
半
数
で
採
択
さ
れ
る
。

北法49(4・35)803



説

②
と
く
に
七
条
に
関
す
る
提
案
は
、
法
的
拘
束
力
の
あ
る
鉱
物
資
源
活
動
レ
ジ
ー
ム

北法49(4・36)804

(
鉱
物
資
源
活
動
を
認
め
る
か
否
か
、
そ
し
て
認
め
る

場
合
の
条
件
を
決
定
す
る
た
め
の
合
意
さ
れ
た
手
段
を
伴
う
)
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
③
こ
う
し
て
採
択
さ
れ
た
修
正
・
改

論

正
案
は
議
定
書
採
択
時
の
協
議
国
す
べ
て
を
含
む
協
議
国
の
四
分
の
三
に
よ
る
批
准
で
発
効
す
る
(
二
五
条
)
。
こ
の
よ
う
に
、
議
定
書
は

(
m
U
)
 

鉱
物
資
源
活
動
を
原
則
と
し
て
禁
止
す
る
が
、
そ
の
禁
止
は
厳
格
な
条
件
の
も
と
に
解
除
さ
れ
う
る
。
議
定
書
の
改
正
に
よ
っ
て
協
議
国
が

鉱
物
資
源
開
発
を
行
、
っ
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
協
議
国
の
領
有
権
に
ふ
れ
る

C
H
M
問
題
が
再
浮
上
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ

ろ
予
想
し
が
た
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
方
向
は
議
定
書
に
も
と
づ
く
新
た
な
規
範
意
識
の
形
成
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
南
極
空
間

は
か
つ
て
は
地
理
的
に
孤
立
し
た
科
学
実
験
室
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
地
球
生
態
系
の
不
可
欠
の
一
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、

地
球
環
境
問
題
(
オ
ゾ
ン
層
破
壊
、
地
球
温
暖
化
)
解
決
の
た
め
の
貴
重
な
情
報
源
を
提
供
し
う
る
場
で
も
あ
る
。
か
か
る
認
識
の
も
と
に
、

(
m
m
)
 

南
極
の
自
然
の
ま
ま
の
環
境
・
生
態
系
の
保
護
が
強
く
要
求
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
、
南
極
環
境
保
護
規
制
に
右
の
「
転
換
」
を
も
た
ら
し
た
一
つ
の
重
要
な
契
機
は
、
既
存
の
環
境
規
則
が
不
完
全
で
あ
る
と
す
る

(
制
)

で
あ
っ
た
。
環
境

N
G
O
は
南
極
環
境
の
重
要
性
を
認
め

N
G
O
の
積
極
的
な
ロ
ビ

l
活
動
(
鉱
物
活
動
反
対
・
世
界
公
圏
構
想
の
運
動
)

る
国
際
世
論
を
喚
起
し
、
政
治
的
に
は
少
数
協
議
固
と
途
上
国
の
連
携
す
ら
誘
発
し
、
南
極
条
約
シ
ス
テ
ム
を
生
態
系
保
護
の
新
時
代
に
導

(
お
)

く
の
に
主
要
な
役
割
を
は
た
し
た
。
本
稿
で
は
九
一
年
議
定
書
作
成
に
至
る
ま
で
の
国
家
ア
ク
タ
ー
(
協
議
園
、
途
上
国
)
と
非
国
家
ア
ク

タ
ー
(
環
境

N
G
O、
国
連
総
会
)
の
政
治
的
相
互
作
用
に
つ
い
て
は
十
分
に
検
討
し
え
な
か
っ
た
が
、
環
境

N
G
O
が
国
家
の
枠
を
越
え

(
鉛
)

て
連
携
し
、
議
定
書
作
成
を
促
す
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
と
い
え
よ
う
。

(
1
)
』』.〈。開包}庁町円ア咽同円J
幅百F叶史恥向川
C~守-~守
w話hbH~
《内リ巴宅、司ミ、

(
2
)
多
く
の
学
説
は
具
体
的
に
は
以
下
を
あ
げ
る
。
①
南
極
条
約
、
②
協
議
国
会
議
で
採
択
さ
れ
た
こ
0

0
以
上
の
勧
告
で
効
力
を
も
つ
も
の
、



環境保護に関する南極条約システムの変容

南
極
条
約
に
基
づ
い
て
採
択
さ
れ
た
条
約
と
し
て
③
七
二
年
ア
ザ
ラ
シ
保
全
条
約
、
④
八
O
年
海
洋
生
物
資
源
保
存
条
約
、
⑤
八
O
年
鉱
物
資

源
活
動
規
制
条
約
お
よ
び
⑥
九
一
年
環
境
保
護
議
定
書
(
附
属
書
を
含
む
)
、
お
よ
び
⑦
こ
れ
ら
条
約
に
基
づ
く
有
効
な
諸
措
置
を
い
う
o
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宇
宮
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4
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神
沼
克
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極
地
に
お
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科
学
研
究
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協
力
」
国
際
間
題
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(
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(
6
)
勧
告
(
E
B
∞
)
に
附
属
す
る
こ
の
合
意
措
置
は
唯
一
例
外
と
し
て
条
約
の
形
式
を
と
り
条
約
の
丈
言
を
も
っ
て
起
草
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
同

。
g
c
n
F
E
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E
H
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S
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喜
弘
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(
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E
J
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当
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年
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O
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S
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が
指
定
さ
れ
た
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問
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(
8
)
永
続
的
研
究
基
地
(
現
在
、
四
一
の
基
地
が
存
在
)
を
設
け
る
こ
と
が
可
能
な
南
極
空
間
は
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
、
人
間
は
多
く
の
鳥
類
、

海
産
動
物
と
の
共
存
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
と
く
に
人
間
に
と
っ
て
外
在
的
な
動
植
物
の
生
存
を
不
必
要
に
妨
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
科
学

者
た
ち
が
先
導
し
て
こ
う
し
た
一
般
ル
l
ル
を
設
け
た
と
い
う
O
F
-
-
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B
E
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E
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9
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』
・
〈
。
∞
-
R
C
司
n
x
-
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・
∞
斗
・
そ
の
他
の
欠
陥
と
し
て
、
勧
告
ゆ
え
に
法
的
地
位
が
不
明
確
で
あ
り
、
実
施
に
時
間
を
要
し
、
各
国
の
実
施
内
容
が

統
一
さ
れ
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
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環境保護に関する南極条約システムの変容
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伺
E
e
a
E
R
e
-向
田
)
で
あ
る
と

い
う
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
三
条
が
修
正
、
停
止
、
撤
回
の
部
分
(
四

b
)
を
除
い
て
、
宣
言
的
性
格
を
も
つ
こ
と
を
意
味
す
る
か
は
不
明
で

あ
る
。
同
y
m
g
F
8・nx-七
・
出
-

(
町
)
民
的

-Z-
巴
3
・
0勺
-nHFw
沼

y
u∞∞
EM∞唱・

(
侃
)
九
二
年
一
一
月
第
一
七
回
協
議
国
会
議
に
お
い
て
、
観
光
ビ
ザ
の
事
前
承
認
、
訪
問
先
地
域
の
制
限
、
観
光
客

-
N
G
O
訪
問
の
人
数
・
回

数
制
限
な
ど
を
求
め
る
第
六
議
定
書
の
提
案
が
あ
っ
た
。
同
》
・
白
目
白
己
F
O匂
-
Sよ同
M

・
3
凶
・
最
近
の
議
論
に
つ
い
て
、

F
-
E口町田町
F
r
d
H
n
y白色
Ej
閉ざ
4

8
8
-
o口同町四回
4
2
2
t
g
o『
任
。
〉
E
R
R
-
n
Eヨ
8
ロヨ
m
2
8
2
Z
開
P
E
5口
町
田
三
口
一
室
内
主
主
q
z
b
~
E手、・守、
b
s
S
R
H
E
(
M
E
a
-
S
-
u・明『
S
S
E
-

gι
↓・印
nSRNH)岨
】
喧
ま
七
℃
・

M
ゴ
'M∞「

(
印
)
尽
」
℃
・
凶
沼
・
印
¥
円
玄
邑
8
2・
0℃
-nxJ
宅
・
念
。
ム
雪
印
刷
》
田
口
E
Z
m『唱。℃・
2
J
毛

色

Nム
お
な
お
、
協
議
国
会
議
の
最
終
決
定
権
の
不
存
在
を
示
唆

す
る
見
解
と
し
て
、

U-m-mc任
者
刊
戸
呂
町
広
場
官
民
M
印
〈
吉
田
g
ロ
m
R
O
B
-
8・S
J
司
-a-
明
明
窓
口
n
g戸
当
百
云
包
E
-
4
2
0
8目
。
ロ
号
開
閉
4
2
2
2
8
0『

岳
町
〉
a
R
n
E
n
開口三円。口同国
S
F
M∞
M328
戸
、
・
右
足
る
司
・
量
'a-

(
叩
)
の
-
m伺品偶者四--・
0唱
-n-f-甲
AX--u-mN--

(
れ
)
す
べ
て
の
締
約
国
が
六
四
年
合
意
措
置
を
執
行
す
る
国
内
法
を
制
定
す
る
の
に
約
二

O
年
を
要
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
附
属
書

E
は

拘
束
力
あ
る
法
的
文
書
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
臼
・
〈
包
∞
g
5
r
o戸
司
・
主
な
お
、
前
掲
注
9
参
照
。

(η)
穴

-M-x-
巴
予
告
・
2
f
司・凶
3
・
∞
・
〈
包
∞

S
5
E
B・
0司
-nx・・司・
3
・
F・司
g
g
E
は
、
南
極
で
最
も
頻
繁
か
つ
典
型
的
に
行
わ
れ
る
活
動
は
探
検
と

~~ 

厨岡
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環境保護に関する南極条約システムの変容

科
学
活
動
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
「
殆
ど
つ
ね
に
政
府
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
非
商
業
的
性
格
を
も
っ
」
と
し
、
国
内
法
に
よ
る
主
権
免
除
の
放
棄

が
望
ま
し
い
と
い
う
。
「
盟
国
刊
明
n
z
r
o
司
-nFF
・
-
唱
ま
e
阿
国

-Na目白血・

(η)
遵
守
に
関
す
る
そ
の
他
の
規
定
と
し
て
、
議
定
書
履
行
確
保
の
た
め
の
適
切
な
措
置
を
と
る
べ
き
義
務
(
そ
れ
ら
措
置
の
通
報
を
含
む
)
、
議

定
書
の
実
施
に
影
響
を
及
ぼ
す
活
動
に
つ
い
て
他
の
締
約
固
と
非
締
約
国
に
注
意
を
促
す
義
務
、
締
約
国
の
損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
手
続
・

規
則
を
将
来
検
討
す
べ
き
義
務
官

E
E供
2
0
巳
号
。

EO)
が
あ
る
。
一
一
一
一
条
、
二
ハ
条
。

(
九
)
五
九
年
条
約
七
条
の
査
察
の
権
利
を
行
使
し
た
国
は
八
七
年
時
点
で
五
ヶ
国
の
み
(
英
、
米
、
豪
、

N
Z
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
)
で
あ
り
、
こ

れ
ら
過
去
の
査
察
目
的
は
非
軍
事
化
規
定
の
遵
守
、
核
爆
発
禁
止
や
放
射
性
物
質
投
棄
の
監
視
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
そ
れ
ら
の
違
反
は
報

告
さ
れ
て
い
な
い
。
他
方
、
査
察
は
伝
統
的
に
保
護
地
域
の
尊
重
そ
の
他
の
環
境
措
置
(
廃
棄
物
や
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
五
九
年
条
約
関

連
措
置
)
に
つ
い
て
は
利
用
さ
れ
な
い
で
き
た
と
い
う
o

』・〉

an--昆
伊
豆
〉
玄
白
色
。

-
P
8・S
ニ
司
・
ぉ
u
・

(
お
)
判
決
は
い
う
ま
で
も
な
く
紛
争
当
事
国
を
拘
束
し
、
義
務
的
解
決
手
続
は
鉱
物
条
約
か
ら
の
借
用
で
あ
り
、
国
際
環
境
法
上
最
も
厳
格
な
紛

争
解
決
手
続
の
一
つ
で
あ
る
。
∞
-
〈
白
ロ
∞

g
g
E
5・。司
-n
伊丹」司・

3
・

(
祁
)
議
定
書
の
附
属
書

I
に
定
め
る
環
境
影
響
評
価
の
規
則
は
、
鉱
物
条
約
の
そ
れ
と
比
較
し
て
厳
格
で
な
い
と
す
る
見
解
と
し
て
、
∞
-
〈
自
国

g
・

5wos-
毛
・
2
了
司
・
&
・
こ
の
点
に
お
け
る
鉱
物
条
約
の
厳
格
性
に
つ
い
て
、
同
Y

∞
S
F
8・
2
円
」
唱
・
問
。
・
鉱
物
条
約
で
は
、
活
動
が
重
大
な
悪
影
響

を
与
え
な
い
こ
と
、
安
全
技
術
と
手
続
が
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
重
要
な
環
境
要
因
を
モ
ニ
タ
ー
し
事
故
に
対
処
す
る
能
力
が
あ
る
、

と
判
断
さ
れ
る
ま
で
当
該
活
動
は
禁
止
さ
れ
る
(
四
条
三

1
四
)
。
こ
の
こ
と
か
ら
活
動
予
定
国
に
は
厳
格
な
立
証
責
任
が
課
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

(打
)
H
0
・
沼
田
己
m
m
P
8・2
J
3・
50'主
一
同
司

-
F
5
5戸
署
・
∞
ゴ
'
当
∞
・
に
よ
れ
ば
、
議
定
書
二
一
一
条
五
を
除
い
て
、
議
定
書
の
非
締
約
国
に
関
す

る
規
定
は
な
い
。
そ
の
紛
争
解
決
規
定
(
一
八

1
二
O
条
)
に
お
い
て
も
非
締
約
固
に
と
く
に
言
及
し
な
い
。
よ
っ
て
、
議
定
書
三
条
の
一
般

原
則
は
第
三
国
に
対
し
て
執
行
さ
れ
ず
、
第
三
国
は
賠
償
責
任
を
課
さ
れ
る
と
い
う
リ
ス
ク
な
し
に
悪
影
響
を
も
た
ら
す
活
動
を
開
始
す
る
か

ま
た
は
継
続
で
き
る
と
い
う
。
な
お
、
慣
習
法
ま
た
は
い
わ
ゆ
る
。
S
R
C
5
5良
一
三
宮
o
々
に
よ
っ
て
も
現
状
で
は
議
定
書
は
第
三
国
を
拘
束
し

え
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
議
定
書
は
従
来
か
ら
の
南
極
条
約
シ
ス
テ
ム
の
欠
陥
を
継
承
し
つ
つ
第
三
国
に
は
執
行
さ
れ
え
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。

(市
)
0・
5
S
8・
8
・
岳
よ
宅
目
白

EZ
な
お
、
南
極
に
お
け
る
人
間
活
動
の
増
加
に
つ
い
て
、
「
回
目

Z
=・
8
・S
J
3・
己
ザ
ロ
凶
・

0
・
国
・
。
〈
刊
号
。
-
F

。司
-nF
円よ問者
-
N
M
由
自
民
】
・
は
、
人
間
と
動
植
物
の
南
極
空
間
確
保
の
競
い
合
い
に
言
及
し
、
こ
れ
ま
で
科
学
基
地
の
建
造
と
そ
れ
に
付
随
す
る
施
設

(
燃
料
、
貯
蔵
、
発
電
、
船
舶
停
泊
、
滑
走
路
)
が
南
極
の
生
態
系
を
破
壊
し
て
き
た
が
、
最
近
で
は
訪
問
者
の
増
大
に
よ
る
外
来
パ
ク
テ
リ
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説

ア
・
ウ
イ
ル
ス
・
真
菌
類
の
導
入
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
(
エ
ス
ペ
レ
ン
ザ
)
居
留
地
や
チ
リ
に
よ
る
領
有
政
策
の
進
展
(
キ
ン
グ
ジ
ョ
ー
ジ
島
に

お
け
る
ホ
テ
ル
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
銀
行
、
郵
便
局
、
観
光
事
業
所
の
設
置
な
ど
て
イ
ギ
リ
ス
科
学
基
地
(
ロ
セ
ラ
)
の
空
港
建
設
に

伴
う
観
光
事
業
の
拡
大
な
ど
、
に
よ
っ
て
事
態
は
悪
化
し
て
い
る
と
い
う
。

(
叩
)
「
玄

-
E
5門
戸
。
司

n
F
3・
3
E白
E
N
S・

(
剖
)
同
〈
c
m
w
F
C℃
-nXJ3・
吋
∞
司
・

0・出・
0
5忌
c-TC唱
-np
司
-MM∞
・
具
体
的
に
は
、

d
z内
田
)
唱
〉
m
g含
Nア
宮
H
B
-

コ-H(}ム
・
お
よ
び
国
連
総
会
宛
の
国

連
事
務
総
長
の
報
告
書

B
K
2
3
8
-
M
O
印
毛
布
阿
国
宮
こ
遺
品
)
を
参
照
。

(
剖
)
議
定
書
発
効
(
九
八
年
一
月
)
前
の
議
定
書
批
准
国
(
豪
、
独
、
蘭
、

N
Z
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
英
、
米
)
に
お
け
る
囲
内

実
施
に
つ
い
て
、

2
・
回

5
2
2
ι
門
川
・
当
者
。
σダ

H
Z
-
3
2
5関
門

F
0
2
5
0
-
H
g即席

E
n巴
n
o
E
E
同
町
四
閉
山
。
-
刊
え

z
s
h
o
o
a
s
s
g
E

。aE
N白
E
C
F
5一回口官
2
0
R
M
(
0・
∞
・
印
円
。
寄
伺
自
己

0・
〈
広
即
日
旦
・
)
苦
・
ム
∞

M'主
凶
・
参
照
。

(
位
)
し
た
が
っ
て
、
鉱
物
条
約
が
円
お
0
B町R円凹柱
-5ロ
晶
加
す
る
可
能
性
は
由
g∞担
E同

禁
止
原
則
は
「
潜
在
的
に
採
鉱
活
動
の
無
期
限
の
禁
止
を
音
意
山
味
す
る
」
あ
る
い
は
「
鑑
無
…
期
限
禁
止
の
効
呆
を
も
ち
、
う
つ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
国
内
-m
・2
・

里
担
予
告

-s・
司
・
凶
ま
・
な
お
、
議
定
書
二
五
条
五
に
い
う
お
住
居
m
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
つ
ぎ
の
通
常
の
意
味
に
理
解
す
る
。
な

E
2
1
F

5
5
P
E
g
-
g
ι
号
2
5
'
g
-
s
m
胃
c
n
E
R
g
B
E
E
S
-
n
F
E
2
R宮
n
E
F
O
E
S宮
町
円
滑
宮
白
色
〈
2
5
5
a
g回
》
∞
・
関
S
S
R
-
∞
E
n
g
s
-

の
言
明

2
8
s
m
n加
自
町
内
。
ロ
∞

zzmロ
円
相
田
・
河
内
明
言
g
g
E
8
3
2
5
m
〈
吉
田
z
o
p
ば

HER・~oa---唱∞
N-
℃
-
-
∞
凶
・
議
定
書
の
非
締
約
固
ま
た
は
議
定
書
の

脱
退
国
(
議
定
書
二
五
条
六
)
に
よ
る
鉱
物
資
源
開
発
活
動
に
よ
っ
て
も

C
H
M
問
題
が
再
燃
す
る
可
能
性
は
あ
る
。

(
幻
)
∞
・

M
M
g
E
a
P
8・nF同J
3・
主
品
目
主
凶
己
主
品
・
か
か
る
意
味
で
南
極
は
人
類
の
遺
産
で
あ
り
、
そ
の
環
境
に
有
利
な
人
間
活
動
の
実
施
が
強
調
さ

れ
る
べ
き
こ
と
、
そ
し
て
議
定
書
の
作
成
(
採
択
)
は
人
類
利
益
の
た
め
に
商
業
利
益
を
放
棄
す
る
と
い
う
苦
痛
を
伴
う
選
択
で
あ
る
。

(山田)ロ・国・

0
5円For・
0目
ynHf
司

MM吋
・
「
玄
・
巴
】
5
2・
0同v
・
g・--u-MC∞-

(
出
)
門
リ
・
何
色
加
耳
目
戸

8
・2
・・

3
目
遣
唱
'ao品
-
F
・
冨
開
-zopc司
-nFHu-MO唱a

(剖

)
G
・
ポ

l
タ
l
、

J
-
w
・
ブ
ラ
ウ
ン
(
信
夫
隆
司
訳
)
『
地
球
環
境
政
治
」
一
九
九
コ
一
年
、
二
八
四
頁
。
な
お
、
南
極
環
境
保
護
に
関
す
る

各
ア
ク
タ
ー
の
役
割
を
規
範
変
更
の
要
求
と
構
造
・
制
度
変
更
の
要
求
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
に
分
類
し
て
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、

0
・
〈
H
a
g
-
8・

s・・
3
・凶

MEU∞
・
類
似
の
研
究
と
し
て
、
「
声
明
-
z
o
F
E
M
E
E
O
B
S
-
が

あ

る

。

(

一

九

九

八

年

六

月

一

日

脱

稿

)

論
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SUMMARY OF  CONTENTS 

Protection of the Antarctic Environment: 
From ResourcIsm to Earth醐patriotism

Tomohito USUKI * 

Introduction 

1 Environmental protection in the tim巴ofpeace and science 

The 1959 Antarctic Treaty 

2 The 1964 Agreed Measures for th巴Protectionof Fauna and Flora in Antarctica 

II Environmental protection in th巴timeof resource uses 

Conservation and use of Antarctic Marine Resources 

(1) The 1972 Convention for the Cons巴rvationof Antarctic Seals 

(2) The 1980 Convention on the Conservation of Antarctic Marin巴Resources

2 Exploration and development of Antarctic Mineral Resources 

(1) Developing countries' call for the idea of Common Heritage of Mankind 

(2) The 1988 Convention on the Regulation of Antarctic Mineral Resource 

Activities 

皿 Normativechange from regulation of resource use to protection of global ecology 

Demand and pressure of public opinion in巴nvironmentalNGOs or in the UN 

(1) The French Airstrip Case in 1982-1985 

(2) Accidents affecting the Antarctic environment in 1989 

(3) NGOs and developing countries' caIl for th巴ideaof World Park 

* Professor of Int巴rnationalLaw， Hokkaido University 
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2 The 1991 Protocol on Environmental Protection to the Antllfctic Treaty 

3 Regulations of the Annex巴sto th巴Protocol

4 Implementationlnon-compIiance procedure in the Protocol 

ConcIuding remllfks 

As the outline suggests above， during less than a decade until 1991， a r<lpid and 

profound change has occurred in the Antarctic Treaty System (ATS). In the past， 

especi<llly仕um1960s to 1980s， principal v<llues of the ATS were peace， scientific 

knowledge and natural resources， but now its primary value is protection of global 

ecology which is expressed i目白e1991 Environment<ll Protocol to the Antllfctic Treaty. 

This articIe analyzes this changing process in th巴ATS，in particulllf by confirming each 

three values in the norrnative structure of the relev<lnt treaties and <llso reviewing 

seveml intemational political/economic situations which call巴dfor another alt巴m<ltJve

v<llue. These situations brought <lbout the ATS critics in the United Nations Md 

environmental NGOs， namely the <lpplication of the ide<ls of common heritage of 

mankind and world par，えwhichexerted great influence on the adoption of th巴new

Protocol with a mining ban in the Antllfctic. The author identifies the fundamental shift 

in the ATS from what one can call “resourcism" to“Earth-patriotism". 
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